
Ⅰ はじめに

１．研究の意義
現在，日本は世界最高水準の長寿国となり，「人生８０年」を迎えている。人口の高齢化はすでに経済・

社会にさまざまな影響を与え始めている。それらの影響の一端は，具体的には，年金問題，雇用問題，家

族問題，および医療問題として現れている。なかでも，豊かで健康な老後を送るための年金および医療に

対する関心はひときわ高いように思われる。年金および医療，いいかえれば老後福祉は，従来，公的保障

としての社会保障制度を基盤としてきた。しかし，急速に進行する高齢社会のなかで，国家の財源不足，

財政負担問題を契機に，私的保障としての自助努力の強化が強調されるに至った。そのなかで，高齢者

（世帯）対策は福祉政策のみならず居住継続などを含めた豊かな老後生活を保障する方策・制度が求めら

れるようになった。この方策のひとつとして，大きな資産価値を含む現に居住する不動産を資金化するシ

ステムの充実が考えられている。

また，“超”高齢社会において日本が活力を維持し，その中で豊かな老後を実現していくためには，高

齢者の自助努力が必要である。この高齢者の自助努力の選択肢を数多く用意する必要性が指摘されてい

る。そのひとつに自宅に住み続けながら自宅・宅地を担保として資産を流動化する方法，すなわち「リ

バース・モーゲージ（Reverse Mortgage）制度」（高齢者の資産活用・不動産担保年金・逆抵当権融資，

以下「リバース・モーゲージ制度」と称する）がある。ちなみに，日本では家計資産の約６割が住宅・宅
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地等の不動産で占められている。

今後，高齢社会の進行に伴い，公的年金の保険料引き上げ，給付水準の引き下げ，給付開始年齢の引き

上げ，あるいは資産保有者に減額支給という傾斜給付等の導入が予想されることからも，リバース・モー

ゲージ制度の必要性はますます高まるものと考えられる。

現在，日本においてリバース・モーゲージ制度は高齢者の資産活用という形で一部の地方自治体等によ

り限定的に行われているに過ぎないが，制度の本格的な導入が地方自治体や福祉公社，民間金融機関及び

民間研究機関などで検討されつつある。しかし，その一方でこの数年この制度を導入している地方自治体

でも利用者数が伸び悩んでいるという現象にも注目しなければならない。

２．研究目的および研究方法
本論文は，高齢社会の更なる進展を目前にひかえた日本の現状に鑑み，ゆとりある老後生活を確保する

ため，高齢者の経済的基盤を確立する方法として，高齢者の資産活用による方策，即ち高齢者の所有不動

産を担保とした資産の流動化にもとづく生活資金を得るリバース・モーゲージ制度について検討を深める

検証を試みたい。

研究の流れは以下の諸点に沿って行なわれており，研究方法の詳細は各段階において後述する。研究

は，現況調査および事例調査をふまえて，シミュレーションによる融資方式の分析および潜在需要の推

計，ひいては，産業連関表による国民経済に及ぼす影響など多面的に検討を行っている。

!１まず，リバース・モーゲージ制度が高齢世帯の家計に及ぼす効果を明らかにすることを目指して，既

存の調査報告・資料から高齢者の生活における収入や生活意識，考え方を整理し，公的年金の見直しによ

る高齢者の生活意識の変化と影響などについて整理する。また，リバース・モーゲージ制度の現況と実績

を的確に把握するため，実施機関である自治体に対してヒアリング調査を行い，リバース・モーゲージ制

度の現況および利用実態を把握する。ここでは，斡旋融資方式の世田谷区と新宿区，直接融資方式の中野

区を対象に自治体の対応に関する調査を行なう。つづいて，高齢者の生活安定の視点から，上記３自治体

の貸付世帯の事例を分析し，公的年金の上乗せ機能として期待されるリバース・モーゲージ制度による収

入増の効果を明らかにし，持ち家高齢者世帯に対してはリバース・モーゲージ制度が果たす固定的な収入

源としての役割について検証する。

!２国が重点的に取り組むべき，高齢者及び高齢社会に対する施策のひとつとして，リバース・モーゲー

ジ制度を全国規模で実施した場合に日本経済（産業全般）に及ぼす経済効果を産業連関表を用いて分析・

推計し，国が積極的に取り組む際の基礎に資することを目指す。

!３以上の研究展開を進めた中で，リバース・モーゲージ制度の活用の有効性を増し，より広く普及させ

るために，新たな仕組みの必要性が出てきた。そこで，現在行なわれている仕組みの骨格を維持しながら

も既往の欠点を補うという改善策を思考し，新たな仕組み（公的機関による）の創設の提案を試み，それ

による期待効果及びその後の見通しの予測を行う。

Ⅱ 高齢者世帯の家計に及ぼす経済効果

１．分析の進め方
!１既存の調査報告・資料から高齢者の生活における収入１）や生活意識，考え方を整理する。また，公的年

１）リバース・モーゲージ制度の融資先及び融資資金の使途，高齢者世帯の支出の内容については，秘守義務により担当者へのヒアリング調査に

よっても明らかにすることができなかった。この理由によりデータの制約があったため，本研究では高齢者世帯の収入に限って分析を行った。
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仕送り・その他の所得�
15.0万円（5.4％）�

稼働所得�
35.5万円（12.9％）�財産所得�

19.4万円（7.0％）�

公的年金・恩給�
202.2万円�
（73.3％）�

公的年金・恩給以外の�
社会保障給付金�
3.6万円（1.3％）�

275.7万円�
（100.0％）�

金の見直しによる高齢者の生活意識の変化と影響などについて整理する。

!２リバース・モーゲージ制度の現況と実績を的確に把握するため，実施機関である地方自治体に対しヒア

リング調査２）３）を行い，リバース・モーゲージ制度の現況および利用実績を整理する。

!３リバース・モーゲージ制度を行っている自治体の中で，融資斡旋方式の世田谷区と新宿区，直接融資方

式の中野区を対象に事例を調査し，それぞれの特徴に視点をあて高齢者世帯の家計への影響を探り，そ

の具体的な事例からリバース・モーゲージ制度の高齢者世帯の家計に及ぼす経済効果を分析する。

２．高齢者世帯の経済生活像
!１ 主な収入源となっている公的年金

厚生省の「平成８年国民生活基礎調査」によれば，６５歳以上の人のいる世帯のうち公的年金・恩給を受

給している世帯の割合は９６．６％に達している。そのうち，高齢者世帯の平均所得に占める公的年金・恩給

の割合を平均すると５８．７％となっている。

また，高齢者世帯４）のうち，「雇用者世帯」，「自営業者世帯」，「農業者世帯」を除く「その他の世帯」は

平均所得の合計が２７５．７万円（月平均２２．９万円）であり，年金が占める割合は７３．３％と高くなっている。（図

表２―１参照）

さらに，この高齢者世帯のうち，公的年金・恩給が総所得の１００％である世帯の割合は５０．５％となって

おり，これらから公的年金は老後生活を支える柱としての主な収入源となっているといえる。（図表２―

２参照）

２）リバース・モーゲージ制度を利用している世帯において，家計に占めるウェイトを明らかにするために，１９９９．５．１７～５．３１まで実施主体であ

る世田谷区ふれあい公社の担当者，新宿区社会福祉協議会の担当者，中野区福祉部生活援護課の担当者に対してヒアリング調査を実施した。

３）小嶋勝衛，根上彰生，宇於�勝也，劉銑鍾：「東京都におけるリバース・モーゲージ制度の利用実態に関する研究」，日本建築学会計画系論文

集，No.５１７，１９９９．３，pp.２３５～２４１

４）男６５歳以上，女６０歳以上の人のみで構成するか，またはこれらに１８歳未満の未婚の人が加わった世帯。これには雇用者世帯，自営業者世帯，

農業者世帯，その他の世帯を含む。

図表２―１ 高齢者世帯における所得の種類別年平均所得（年収）と構成割合（その他の世帯）
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80～100％�
未満の世帯�
　　　12.2％�

60～80％　�
未満の世帯�

10.7％�

40～60％　�
未満の世帯�

11.4％�

20～40％　�
未満の世帯�

9.4％�

20％未満の世帯　5.9％�

公的年金・恩給�
　　の総所得に�
　　　　占める割合�
　　　　　が100％の�

　　世帯�
　　　　　　　　50.5％�

公的年金・�
恩給を受給�
している高�
齢者世帯　�
100.0％�

!２ 高齢者の生活意識

総理府が１９９８年３月に実施した「公的年金制度に関する世論調査」においても，高齢期の生活設計の中

での公的年金の位置づけは，「公的年金制度を中心とし，これに個人年金や貯蓄などの自助努力を組み合

わせる」が５１．０％と最も多くなったが，それに続いて「ほぼ全面的に公的年金に頼る」（２１．８％）と，若

年層を中心とする「公的年金にはなるべく依存せず，できるだけ個人年金や貯蓄などの自助努力を中心に

考える」（２１．４％）がほぼ同率となった。

ライフデザイン研究所では１９９８年１月に３０～４０歳代の既婚サラリーマンを対象として「自助努力の位置

づけ」について調査した結果，３０歳代では公的保障や企業保障を前提に不足をまかなう「自助努力補完型」

と，可能な限りの準備を行い，公的保障や企業保障はその上乗せと考える「自助努力中心型」が半数とな

り，４０歳代では，「自助努力補完型」が増える形となった。５）

図表２―３ 高齢期の生活設計の中での公的年金の位置づけ （単位：％）

調査時点

回答者

数

（人）

ほぼ全面

的に公的

年金に頼

る

公的年金を中心と

し，これに個人年金

や貯蓄などの自助努

力を組み合せる

公的年金にはなるべく依

存せず，できるだけ個人

年金や貯蓄などの自助努

力を中心に考える

公的年金には依

存しないで，子

供などによる私

的扶養に頼る

その他 わからない

１９９３年８月 ３，８０６ １８．４ ５１．７ ２１．４ ３．１ ０．３ ５．１

１９９８年３月 ３，６４６ ２１．８ ５１．０ ２１．４ １．９ ０．４ ３．５

資料：総理府広報室，公的年金制度に関する世論調査，１９９８

図表２―２ 高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合

資料：厚生省「平成８年国民生活基礎調査」

５）参考文献２参照，pp.１１８
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「老後の生活に不安を感じることがありますか」という問いに「不
安を感じることがある」と答えた人に対して，「不安に思ってい
ることはどのようなことですか（複数回答）」とたずね，「経済（生
活費等）に関する不安」と答えた人の，全回答者（最初の問いで
「不安を感じることはない」と答えた人も含む）に占める割合。�

���
���

���
���

���
���

Ａ：公的保障や企業保障から将来受け取る給付を前提に，老後
の生活費の不足分を自助努力で準備したい�

Ｂ：可能な限り老後の生活費の準備を行い，公的保障や企業保
障から将来受け取る給付はその上乗せとして考えたい�

『自助努力補完型』57.7％� 『自助努力中心型』42.3％�

（単位：％）�

Ｂに近い�Ａに近い� どちらかとい�
えばＢに近い�

どちらかとい�
えばＡに近い�

全　体�

30歳代�

40歳代�

32.5 25.2 23.1 19.2

25.2 24.8 25.5 24.5

39.6 25.6 20.7 14.0

!３ 公的年金の見直しと高齢者世帯への影響

経済企画庁「国民生活選好度調査（１９９８年度）」の「老後の生活費に対する不安」に対する回答をみる

と，図表２―５のように同様の質問を行っている１９８６年（１２年前）の総理府「老人サービスに関する世論

調査」に比べ，４０歳代を中心として各年代とも「不安」とする回答の割合が高まっている。

さらに，同居家族の減少という家族形態の変化によって，「親を扶養する」役割と「親を介護する」役

割といった老後生活において家族がそれまで持っていた役割が弱まっていることから，老後の生活に対す

る漠然とした不安を呼ぶ背景となっている。これまで家族が担っていた「親を扶養する」役割に代わるも

のとして，公的年金という公的な扶養システムが整備された。また，経済成長に伴う所得水準の向上によ

り，老後のために貯蓄する余力が生まれた。老後の生活は，家庭内扶養に代わって公的年金（公的扶養）

と私的扶養（自助努力）の２本柱となってきている。

図表２―５ 高まっている老後の生活費への不安

図表２―４ ３０～４０歳代既婚サラリーマンの自助努力の位置づけ

資料：ライフデザイン研究所「サラリーマンの老後経済生活

準備に関する調査」（１９９８年１月）
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公的扶養である現行の公的年金制度は，基本的には現役世代が引退後の少数の高齢世代の生活を支える

という仕組みになっている。このため，予想しなかったインフレーションが発生したとしても高齢者の生

活水準を確保することが可能となっていた。しかし，現行の制度では社会全体での予想を上回る平均寿命

の伸びや出生率の低下，その結果生じる人口の高齢化という変化には対応できず，給付と負担のあり方を

見直す必要性が発生し，１９９９年度公的年金の大幅な見直しが行われた。

厚生省年金局が１９９９年３月発表した「年金制度改正案大綱」では，給付の引下げ幅は意見が分かれてい

るため明記されていないが，２０２５年までに厚生年金（基礎年金と報酬比例部分の合計）の支給総額を１～

２割削減することが軸とされている。

老後生活に対する不安が近年高まっている原因のひとつには，１９９９年の年金改正が給付を抑制する方向

で行われる可能性が高いことが挙げられる。

給付の抑制はまず現役世代の所得の伸びに応じて年金額を上げる賃金スライド制を廃止するほか，一定

の所得がある６５歳未満の高齢者に年金支給を制限している現行の制度を７０歳未満にまで広げる方向が示さ

れている。これにより個々の受給者が受け取る年金の総額は現在の予定額より下がることになり，さらに

毎月の年金額は実質価値を下げることも検討されている。このような給付抑制案が検討され，実施されれ

ば公的年金による生活保障機能の後退は避けられなくなるのは明白である。

また，公的介護保険の創設，医療保険の改革などによる負担増も予測される。公的介護保険の保険料負

担や介護費用負担，高齢者や給与所得者本人の医療費負担の増大が家計を圧迫し，貯蓄率が低下すれば，

年金以外にも終身にわたる現金収入を確保する必要のある層が増えることになる。このように，公的年金

の給付水準の低下と負担増のなかで，自助努力による所得確保の主たる手段として，リバース・モーゲー

ジ制度への必要性が急激に高まっていると考えられる。

こういった公的年金の見直しは老後生活に影響を与えるもので，経済企画庁の「国民生活選好度調査」

（１９９８年度）によれば，老後における生活の安心に関して調べた結果，老後の不安に思っていることで

１９８６年には「健康に関する不安」が３３．６％で最大の不安の要素であったが，１９９８年には景気の低迷や公的

年金の見直しによる「経済（生活費等）に関する不安」が５２．０％を占め，時代と社会状況の変化を実感す

ることができる。これは，生活の不確実性の増大が老後生活にまで及ぶといった危機感を高齢者の多くが

抱きつつあるものといえる。
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１．「老後生活に不安に思っているのはどのようなことですか」とい
う問いに対して，特に「経済（生活費等）に関する不安」や「介
護に関する不安」が増加している。�

２．「家庭における不安」は「家庭の人間関係における不安」を略し
たものである。�

３．「その他」「わからない」は省略している。�

!４ 公的年金の補完の必要性

以上のような文献調査から，高齢者世帯のうち，職業のない「その他の世帯」では，公的年金・恩給が

平均年収に占める割合が７３．３％となり，年金に頼る世帯の割合が約３／４を占めている。つまり，これら

が老後生活を支える主な収入源であり，現在議論が進められている公的年金の実質的な切り下げは将来に

は直接的に高齢者世帯の生活に影響を与えるものと考えられる。

しかも，公的年金の改正にともない，給付が抑制される方向で進められ，支給額の１～２割削減がほぼ

確実となっていることから，公的年金による生活保障機能の後退は避けられない。さらに，介護保険の実

施により高齢者世帯の負担は増えることが見込まれている。このような理由から公的年金を補完するさら

なる収入源を求めざるを得ない状況となっている。

３．事例からみたリバース・モーゲージ制度の高齢者世帯の家計への影響
!１ 調査対象の選定

日本において自治体が提供しているリバース・モーゲージ制度は，直接融資方式と融資斡旋方式があ

る。東京都では，直接融資方式によるものが２か所，融資斡旋方式によるものが１１か所ですでに行われて

いる。本研究では，現在までの相談件数および融資実績６）などを勘案し，積極的に取り組みがみられる自

治体で，かつ本研究が明らかにすべき情報の提供に了解を得られた，それぞれの方式のなかで，中野区

（直接融資方式），世田谷区，新宿区（以上，融資斡旋方式）を調査対象として選定した。なお，東京都

（２３区，１７市）の人口密度，高齢世帯率，持ち家率（うち高齢世帯の持ち家率）などの諸元は図表２―７

のとおりであり，本研究の対象となっている３自治体の特徴は，比較的高齢世帯の持ち家率が高くリバー

ス・モーゲージ制度を実施し，かつ現在の利用実績が５件を超える自治体で，情報の提供及び公開に了解

を得た７）ところである。

図表２―６ 老後生活の不安についての回答（複数応答）

資料：総理府「老人福祉サービスに関する世論調査」（１９８６

年），経済企画庁「国民生活選好度調査」（１９９８年）。

６）脚注３）の既報を参照していただきたい。pp.２３８

７）リバース・モーゲージ制度を実際に利用している高齢者についてはプライバシー侵害の恐れから面談調査は一切禁じられている。本研究にあ

たっても各地方自治体が公開を許可したもののみを使用している。
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!２ 事例分析

東京都における直接融資方式と融資斡旋方式の実績は直接融資方式が８９件，融資斡旋方式が５４件で合わ

せて１４３件が１９９９年３月末現在までの延べ実績である。本研究では，融資斡旋方式の世田谷区と新宿区，

直接融資方式の中野区を対象に，実施主体の担当者へのヒアリング調査を実施し，その具体的な事例から

リバース・モーゲージ制度の高齢者世帯の収入に占める割合を分析する。世田谷区，新宿区は融資斡旋方

式であるため，元金は金融機関から，利息相当分は自治体から融資される仕組みとなっており，貸付限度

額はそれぞれケースごとに設定されている。それぞれの特徴に視点をあてて，高齢者世帯の家計への影響

を予測し，世田谷区からは融資世帯の契約者の平均イメージにもとづいた分析を行う。新宿区からは貸付

地方自治体
人口密度

（人／km２）
高齢世帯

率（％）

持ち家率（％） リバース・

モーゲージ

制度有無
高齢世帯の

持ち家率

東京都全体 ５３２３ １８．８５ ３９．５９ ７３．６２ １３か所

区 部 １２６５８ １９．５８ ３８．２７ ７３．４０ ９か所

千 代 田 区 ３４２９ ２６．２３ ５５．１６ ８１．７８

中 央 区 ７１３２ ２２．７４ ４４．７５ ７０．３２

港 区 ７５０４ ２１．７２ ４２．１４ ６８．６０

新 宿 区 １４４２３ ２０．８４ ３４．６７ ７２．５４ ○

文 京 区 １４６６５ ２２．３２ ４２．７３ ８０．７２ ○

台 東 区 １５１１３ ２８．２４ ５０．１３ ７８．１５ ○

墨 田 区 １５６４３ ２３．１７ ４５．２７ ７５．９１

江 東 区 ９２６４ １８．２９ ４１．１１ ６２．６１

品 川 区 １３９２５ ２０．３２ ３９．８４ ７４．９８

目 黒 区 １６１６０ ２０．０２ ３５．２０ ７９．４５

大 田 区 １０７１４ ２０．３８ ４１．１２ ７５．１５ ○

世 田 谷 区 １３２９８ １７．１９ ３２．９５ ７６．７７ ○

渋 谷 区 １２１７８ １９．９５ ３８．２６ ７８．９９

中 野 区 １８８７５ １８．５７ ３０．５６ ７７．５３ ○

杉 並 区 １４７４３ １９．１８ ３５．３９ ８０．０２ ○

豊 島 区 １７９７６ ２０．８５ ３３．２９ ７５．２７

北 区 １５６４６ ２４．５１ ３４．８７ ６６．１０

荒 川 区 １６６０７ ２７．５９ ５２．４４ ７５．８９

板 橋 区 １５４２９ １７．３７ ３７．７２ ７１．４２

練 馬 区 １３２０２ １７．５９ ３９．４６ ７３．９０ ○

足 立 区 １１６４９ １８．３２ ３９．９７ ６３．１７ ○

葛 飾 区 １２０６３ ２１．６２ ４５．９４ ６８．９０

江 戸 川 区 １１９９９ １４．４５ ３７．８８ ７１．３２

市 部 ４７０１ １６．７４ ４２．０３ ７０．７４ ４か所

八 王 子 市 ２６８７ １５．８６ ４８．６６ ８２．１０

立 川 市 ６５１６ １７．２７ ３８．５４ ６７．８５

武 蔵 野 市 １２１８３ ２１．１８ ３５．０１ ７５．２８ ○

三 鷹 市 ９７９７ １６．２２ ３３．５９ ７３．１７

青 梅 市 １３２８ １７．２３ ６０．９３ ９０．０４

府 中 市 ７３４１ １６．８５ ３９．８３ ７０．７５ ○

昭 島 市 ６１２９ １８．４１ ４０．７８ ６６．１４

調 布 市 ９０４９ １６．１７ ３４．４１ ６９．５２ ○

町 田 市 ５０４９ １８．０１ ４５．６７ ７１．２０

小 金 井 市 ９４３６ １７．８９ ３８．１４ ８０．０４

小 平 市 ８２４６ １６．４３ ３７．０９ ７２．２９

日 野 市 ５９１０ １５．７６ ４１．７５ ７７．６９

東 村 山 市 ７９７１ １７．４７ ４９．１９ ７２．０４

国 分 寺 市 ９０８２ １７．９３ ４３．５９ ８４．１８

国 立 市 ８３５８ １７．５４ ３１．７２ ６５．０３

田 無 市 １１１９９ １８．４０ ３９．２４ ６４．２７

保 谷 市 １０９２６ １８．２４ ４１．９５ ７２．６４ ○

福 生 市 ５９０７ １４．７５ ３１．４３ ６４．１５

狛 江 市 １１３７４ １５．８１ ３７．０７ ７６．８０

東 大 和 市 ５６６０ １６．６８ ４４．７０ ６８．４９

清 瀬 市 ６５７８ ２０．４３ ４３．９７ ５９．４４

東久留米市 ８７４６ １５．９０ ４３．０１ ６８．１５

武蔵村山市 ４３２７ １７．３７ ４６．０８ ５３．５７

多 摩 市 ６７９９ １２．２４ ４０．０６ ６８．２６

稲 城 市 ３５６２ １２．６９ ３９．５０ ６７．３０

羽 村 市 ５５２５ １３．６３ ４６．３３ ７３．４０

あきる野市 １０４９ １３．３５ ６８．８７ ８８．３５

図表２―７ 東京都の人口密度・高齢世帯率・持家率の諸元

資料：各地方自治体の住民基本台帳（１９９８．１．１現在），住宅統計調査報告（平成５年，東京都）

注１）高齢世帯の持ち家率は６５歳以上の世帯員のいる普通世帯総数を基準としたものである。

注２）高齢世帯率は，６５歳以上の高齢世帯が全体世帯に占める割合である。

注３）高齢世帯数と持ち家率は住宅統計調査報告（平成５年，東京都）のデータを用いたものである。

注４）あきる野市の高齢世帯数と持ち家率は旧秋川市のデータを用いたものである。
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を受けている世帯に対し，月平均収入状況等の生活状況，担保の再評価による目減り程度およびリバー

ス・モーゲージ制度による融資額の収入に対して占める割合などについて分析する。

!１世田谷区の事例

世田谷区より貸付を受けている世帯の例をみると，１６世帯に貸付が行われている。利用世帯の平均イ

メージを図表２―８に示した。この表から利用世帯の土地面積は２０５．６m２，預貯金額は４８１．５万円，利用

を始める年齢は７８．８歳であることがわかる。受給世帯の収入の内訳をみると月平均年金額が１４万円，全世

帯月平均貸付額１３２，７７３円８）で，公的年金とリバース・モーゲージ制度による貸付だけで，利用世帯月平均

で２７２，７７３円が確保できることがわかる。

この金額は，図表２―９からわかるように東京都の「高齢期における資産運用と生活設計」（１９９７年）

の希望生計費（基本的な生活費）の２６．４万円を超える金額である。しかし，リバース・モーゲージ制度に

よる貸付などの収入がなく生活資金に乏しい高齢者世帯を想定すると，世帯平均１４万円のみ（年金収入）

では生活は成り立たず，やむを得ずに他の方法による収入源を求めることになる。世田谷区の事例分析か

らみて，生活費（家計）が年金とリバース・モーゲージ制度による貸付の世帯の場合，リバース・モーゲー

ジ制度の貸付額が年金収入に対して占める割合は４８．７％を占め，リバース・モーゲージ制度による貸付が

行われている世帯においては，月平均生活費（家計）の約半分が得られることになり，収入源として非常

に重要といえる。

!２新宿区の事例

新宿区の貸付を受けている世帯の例をみると，現在６世帯に貸付が行われているが，図表２―１０のよう

に毎月の受領額が５万円から１５万円（世帯平均貸付額１０１，６６７円）までそれぞれ融資されている。契約者

の世帯の特徴は，高齢者世帯（４世帯は高齢者夫婦世帯，２世帯は高齢者単独世帯）であり，毎月５万円

～３３万円程度の収入がある。

収入の内訳から，年金・仕送りおよび事業収入のみで生活しているが，すべての利用世帯が年金に頼り

ながら生活している状況が明らかである。また，融資前と比べ既存の収入額とリバース・モーゲージ制度

による収入の合算額は世帯別に月額１０５，０００円～４８０，０００円の金額となる。

新宿区の事例の分析から，各世帯ごとの全体収入に対するリバース・モーゲージ制度の貸付額が占める

割合は，少ないほうで２６％，多いほうで５９％になり，利用世帯にとって，家計に占める割合は大きいとい

える。

８）１９９８年度金融機関からの貸付総額２５，４９２，４４０円に対し，全世帯数および１年（１２か月）で割って計算した単純平均額である。

９）年金収入を得ている世帯として，国民年金を受領している世帯が８世帯，厚生・共済年金を受領している世帯が１３世帯である。

図表２―８ 世田谷区の契約者平均イメージ

土地面積 年 金 額 預貯金額 開始年齢

２０５．６m２

（６２．３坪）

１４．０万円

国民年金８人

厚生・共済年金１３人９）
４８１．５万円 ７８．８歳

図表２―９ 希望生計費

資料：東京都「高齢期における資産運用と生活設計」１９９７
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図表２―１０ 新宿区の貸付を受けている世帯の例 （金額単位：円，１９９９．３．３１現在）

契

約

者

契

約

時

年

齢

世 帯

状 況
家 族 状 況

融資

期間

毎 月

受領額

担保

状況

評 価 額 再評価に

よる目減

り 程 度

（ ％ ）

生 活

状 況

収 入

状 況

（平 均

月 額）

既存の収入と

リ バ ー ス・

モーゲージに

よる収入の

合 算 額

融資額が

合算収入

に対して

占める割

合（％）

機 関
貸 付

限 度 額
生 活 費

医 療 費

（１世帯）

住 宅

改 良 費

（１世帯）

融 資

諸 費 用

（３世帯，

火災保険

を含む）

計

契約当時

現在価格

Ａ ６５
高齢者

夫 婦

独立世帯の

娘３人

１０年

間
１００，０００

一戸

建て

７５，７５０，０００
５４．３７ 年 金 ２８０，０００ ３８０，０００ ２６．３２

金融機関 ２０，０００，０００ ７，５００，０００ ５００，０００１，０００，０００ ０ ９，０００，０００

３４，５６５，０００ 福祉公社 ５，０００，０００ ７１５，２４１ ３００，６６５ １，０１５，９０６

Ｂ ７２
高齢者

単 身

独立世帯の

娘２人

２５年

間
５０，０００

一戸

建て

５５，２７８，０００
４０．６６

年金・

仕送り
５５，０００ １０５，０００ ４７．６２

金融機関 １５，０００，０００ ２，７５０，０００ ０ ０ ０ ２，７５０，０００

３２，８０４，０００ 福祉公社 １５，６１０，０００ １８５，６９４ ０ １８５，６９４

Ｃ ８５
高齢者

夫 婦

独立世帯の

息子３人・

娘１人

１５年

間
１５０，０００

一戸

建て

７０，０００，０００
２７．９７ 年 金 １０５，０００ ２５５，０００ ５８．８２

金融機関 ３０，０００，０００ ７，３５０，０００ ０ ０ ３００，０００ ７，６５０，０００

５０，４１８，０００ 福祉公社 １６，１１０，０００ ４３４，６２４ ３７，２３４ ４７１，８５８

Ｄ ７８
高齢者

単 身

独立世帯の

息子１人

２０年

間
６０，０００

一戸

建て

４２，１９４，０００
１５．３１ 年 金 ５０，０００ １１０，０００ ５４．５５

金融機関 １４，８００，０００ １，９２０，０００ ０ ０ ４００，０００ ２，３２０，０００

３５，７３６，０００ 福祉公社 １２，１１２，０００ ７３，４５８ ２９，８９７ １０３，３５５

Ｅ ８０
高齢者

夫 婦

独立世帯の

息子２人・

娘１人

１５年

間
１５０，０００

一戸

建て

６２，０００，０００
１０．８１

事 業

収入・

年 金

３３０，０００ ４８０，０００ ３１．２５
金融機関 ２７，３００，０００ ２，１００，０００ ０ ０ ３００，０００ ２，４００，０００

５５，２９８，０００ 福祉公社 １２，３５３，０００ ３５，９８３ ９，６６２ ４５，６４５

Ｆ ６９
高齢者

夫 婦

独立世帯の

息子１人・

娘１人

２０年

間
１００，０００

一戸

建て

７８，３４１，０００
３．９６

事 業

収入・

年 金

２２０，０００ ３２０，０００ ３１．２５
金融機関 ２４，０００，０００ １，５００，０００ ０ ０ ０ １，５００，０００

７５，２３８，０００ 福祉公社 １４，３４６，０００ ２３，０８０ ０ ２３，０８０

計
金融機関 １３１，１００，０００２３，１２０，０００ ５００，０００１，０００，０００１，０００，０００２５，６２０，０００

福祉公社 ７５，５３１，０００ １，４６８，０８０ ３７７，４５８ １，８４５，５３８

注）再評価による目減り程度は契約時を１にした場合の現在化に対する契約当時の評価額の割合である。
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収入状況（月平均金額）をみると，契約者Ｃの場合，年金のみに頼って生活していたものの，生活資金

を得るために，リバース・モーゲージ制度を利用し，本制度による貸付額は１５万円で，既存の収入とあわ

せて２５．５万円の定期的な収入を得ている。契約者Ｃにおいて，リバース・モーゲージ制度による貸付額が

収入に占める割合は５８．８％となり，家計に占める割合が大きい。

さらに，契約者Ｄの場合のように，年金による収入が月額５万円で，収入が少なくリバース・モーゲー

ジ制度を利用するようになった世帯がある一方，契約者Ｅの場合のように，年金と事業収入による収入が

月額３３万円もあり，必要な生活費は確保しているものの，若干の不足する生活費とゆとりの資金を求め，

リバース・モーゲージ制度を利用する世帯がいることが明らかとなった。貸付金の内訳からみると，生活

資金としての融資額が９割を超えている。その他に医療費や住宅改良費，火災保険費と登記費用等融資諸

費用が融資された。

また，新宿区の貸付は１９９３年から開始されているが，融資ケースを詳しくみると，図表２―１０の契約者

Ａの場合，いわゆるバブル経済崩壊直後に融資を受け始めたものの，契約当時の鑑定評価額に対して現在

価格が半分にも及ばない状況で，資産は５４％程度まで目減りしている。この世帯の担保状況をみると，４

m道路に接している２階建の木造一戸建て住宅で契約当時は鑑定評価額７，５７５万円であったが，現在再評

価額では３，４５７万円である。これは，景気の低迷により不動産価額が下がりつつあることが直接的な原因

であるが，一方には再評価の際に，鑑定評価の費用発生を防ぐため路線価と公示価格を根拠として，自治

体の担当者が再評価を行ったため，正確性を欠いていることにも原因があると考えられる。

!３中野区の事例

世田谷区および新宿区の現状をふまえたうえで，中野区については年度別の貸付状況について詳述す

る。

担保物件はおおむね一戸建て住宅で，担保評価額の７０％が貸付限度額として設定されているが，１世帯

はマンションで評価額が５千万円・融資限度額が評価額の５０％の２．５千万円となっている。

図表２―１１のように，利用世帯は各年度末現在３～９世帯である。貸付の内訳をみると，日常生活費用

が全体のおよそ７４％，医療費が２０％を占め，貸付資金の使途は日常生活資金・医療費の名目が９割を超え

ている。

図表２―１１ 中野区の年度別貸付の内訳 （金額単位：円，１９９９．３．３１現在）

年度
年 度 末

貸付世帯
契約人数 日常生活費 医 療 費 住宅改良費 そ の 他 計 返 済 金 額

１９９１ ３ ６ １，２００，０００ ２，２００，０００ ０ １５９，０００ ３，５５９，０００ ０

１９９２ ８ １４ １３，５３０，０００ ５，８５０，０００ １，８００，０００ ９００，０００ ２２，０８０，０００ ０

１９９３ ９ １５ １４，３８０，０００ １２，１００，０００ ２，５００，０００ ６１２，６４０ ２９，５９２，６４０ ４，０２５，６５６

１９９４ ９ １６ １５，６３０，０００ ４，５００，０００ ３００，０００ ０ ２０，４３０，０００ ８，２１４，２０４

１９９５ ６ １２ ９，８４０，０００ ０ ０ ０ ９，８４０，０００ ０

１９９６ ８ １４ １１，８５０，０００ ０ ６４０，０００ １５６，０００ １２，６４６，０００ ４０，６６１，０６１

１９９７ ７ １０ １３，４４０，０００ ０ ３４９，０００ ７２，０００ １３，８６１，０００ ０

１９９８ ７ ９ １２，４５０，０００ ８８６，６９０ ０ １７２，２１０ １３，５０８，９００ ０

計 ９２，３２０，０００ ２５，５３６，６９０ ５，５８９，０００ ２，０７１，８５０ １２５，５１７，５４０ ５２，９００，９２１

注）その他は火災保険・登記料，固定資産税，住宅解体費である。

日本におけるリバース・モーゲージ制度普及のための一試論
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１９９９年３月末現在，中野区の場合（貸付の延べ実績１３世帯・利用者数１９人）と，利用実績はわずかであ

る。貸付の内訳をみると，日常生活費として５万～１３万円が世帯別に融資されている。これは図表２―９

の希望生計費２６．４万円（基本的な生活費）の１９～５０％にあたる割合である。つまり，本制度の利用世帯に

とっては，生活の主な収入源として充分な役割を担っていることがわかる。

!３ 自治体の負担

自治体の負担をみると，直接融資方式（全国で武蔵野市・中野区の２か所のみ）は財源を地方自治体の

一般財源から捻出するため，中野区の場合には，貸付の合計金額１２．５千万円から返済金額５．２千万円を引

いた金額である７．３千万円がそのまま負担となっている。一方，融資斡旋方式は融資の元金を協力金融機

関が融資するため，地方自治体はその利息のみを高齢者の代わりに立替える仕組みとなっている。そのた

め，世田谷区の場合（延べ実績２１世帯）は，利息立替え分の２，００５万円のみが負担額となり，新宿区の場

合（延べ貸付世帯６世帯）も，１８４万円のみが自治体による負担額となっている。

融資方式からみると，これまでは直接融資方式が融資の延べ実績が多かった（武蔵野市７６件，中野区１３

件，１９９９年３月現在）が，担保切れや不動産価格の値下がりなどにより，現状では武蔵野市は１８件，中野

区が７件にとどまっている。地方自治体の負担という面からみて，直接融資方式の中野区の貸付残高１２．５

千万円，武蔵野市６３．１千万円に対し，融資斡旋方式である世田谷区は現在も１６件の貸付実績ながらも利息

の立替え残高２千万円，新宿区ではおよそ０．２千万円であり，融資方式の違いによってその差が大きいこ

とが明らかとなった。

４．小結
高齢者世帯のうち，職業のない世帯では，公的年金・恩給が平均所得に占める割合が７３．３％であり，公

的年金は老後生活を支える主な収入源となっている。しかし，公的年金制度の改正により給付を抑制する

方向で進められており，生活保障機能の後退は避けられない。さらに，介護保険制度の実施によって高齢

者世帯の負担は増える見込みで，公的年金を補完するさらなる収入源の必要がある。このような状況のも

とで，ここでは持ち家世帯においてリバース・モーゲージ制度を利用することによって，得られる実態を

明らかにすることができた。

本分析から得られた東京都のリバース・モーゲージ制度についての知見を以下に示す。

!１自治体の事例分析から，リバース・モーゲージ制度による融資額は，高齢者世帯の収入の２割～５割と

なり，公的年金だけでは不足する高齢者世帯の収入を補う上乗せ効果が認められ，高齢者世帯の家計に

及ぼす影響は少なくないと推察できる。

!２リバース・モーゲージ制度の融資方式において，直接融資方式は自治体の一般財源から融資の原資が支

出され，融資までの審査が比較的簡単で，現在までの融資実績は延べ実績で２自治体の８９件である。し

かし，融資と返済のバランスがとれてない現状では，融資件数が増えれば増えるほど，自治体には負担

が重くなる。一方，融資斡旋方式は協力金融機関から融資されるため，融資までの審査は地方自治体の

みではなく，協力金融機関の融資基準に適合する必要があり，現在の融資実績は延べ実績で１５自治体の

５４件にとどまる。しかし，自治体からみると，利息立替分の負担のみで制度を立ち上げられ，少ない費

用でリバース・モーゲージ制度という行政サービスを施行することができる。

!３３区の比較により，融資方式の違いが，自治体の財政および運用の弾力性に影響することが示唆され

た。また，利用者の個別性が高く，一概に生活費の不足を補う制度であるとは言い切れず，社会保障の
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選択肢として体系づけていくことが適切と考えられる。さらに，現状のように各自治体ごとに異なる制

度が運用され，行政区域によって制度が利用できる，できないといった不公平が生じないよう，上位の

行政体による制度とすることが望ましいと考えられる。

以上から，リバース・モーゲージ制度を利用する持ち家（不動産）を持つ高齢者世帯（リバース・モー

ゲージ制度の利用者）には，安定した収入として見込まれるが，運用する地方自治体（リバース・モーゲー

ジ制度の施行者）は，制度にたずさわる専門職員の育成や融資方式の選定，さらに制度に使われる原資の

確保など重要な課題が残されていることも明らかとなった。リバース・モーゲージ制度がより高齢者に安

心感，信頼感を持たれる制度として定着・運用されることにより，有効利用が望まれるストック資産が活

用でき，また，高齢者側の消費性向も高めることができるものと考えられる。

Ⅲ 国民経済に及ぼす経済効果

１．産業連関分析の目的
ここでは，高齢期の居住継続および豊かで健康な老後を送るという立場から，国が重点的に取り組むべ

き，高齢者及び高齢社会に対する施策を進めるなかで，リバース・モーゲージ制度の活用による産業全般

に及ぼす経済効果を明らかにすることを目的とする。

すなわち，リバース・モーゲージ制度による高齢世帯に与える経済効果を計量化し，日本経済への影響

を探ることで，その効果を明らかにする。つまり，リバース・モーゲージ制度により高齢世帯に貸付けら

れた融資金の波及効果を産業連関分析１０）の手法を用いて明らかにする。

２．分析の流れ
経済効果の分析にあたっては直接効果とそれに起因する波及効果に分けて分析を進める。波及効果に関

しては消費部門への支出と雇用者所得が生み出す経済的効果について検討する。

!１基礎データとして次のようにその対象を抽出する。まず，日本の全世帯から６５歳以上の高齢者世帯を選

び，リバース・モーゲージ制度においてその対象となりやすい世帯として，高齢者単身世帯および高齢

者夫婦のみ世帯を抽出する。さらに，その中から持ち家率によって，リバース・モーゲージ制度を利用

可能な世帯を求める。それとともに，既存統計データからリバース・モーゲージ制度の利用意向にもと

づき，実際に本推計の対象となる世帯を算出する。

!２リバース・モーゲージ制度を利用して得られる収入は，一定の条件のもとで，高齢者世帯の１世帯あた

りの平均所得金額に占める割合を既存統計データから求め，本推計の対象となる世帯に導入した際を推

計し，リバース・モーゲージ制度を全国規模で実施した場合の必要となる財政規模を明らかにする。

!３以上をふまえ，１９９５年全国産業連関表を用いて，統合大分類３２部門の生産者価格表によって，投入係数

を求め，さらに，Leontief逆行列係数を輸入を考慮した競争型とおいて分析を進める。その結果，生産

１０）一定地域内（国内等）の一定期間（通常１年）における財貨・サービスの流れを産業相互間および産業と最終消費者間（家計，政府等）の取

引として一覧表にしたものである。各産業における生産活動では，ある産業の生産物が別の生産活動のための原材料として用いられ，その産

業の生産物はさらに別の産業の原材料になるという関係が存在する。したがって，ある産業での生産が増加（または減少）すると，その影響

は生産物と原材料の関係を通して，さまざまな産業の生産増加（または生産減少）へと波及することとなる。産業連関分析とは，このような

産業連関の構造を利用して，特定の産業等における消費や投資の増減が他の産業にどのような影響を与えるかを計数的に把握する分析手法で

ある。
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誘発額（直接効果，１次波及効果），粗付加価値誘発額，雇用者所得誘発額を算出し，２次波及効果を

雇用者所得の総和に，消費性向を消費転換率として挿入し，消費支出総額を求める。これを産業連関表

最終需要項目の家計消費支出の割合で２次波及効果を積算する。

!４それぞれの算出結果を整理し，直接効果，１次波及効果，２次波及効果を取りまとめ，リバース・モー

ゲージ制度の波及効果として日本経済に及ぼす影響を明らかにする。

３．推計の対象世帯及び財政規模
!１ 推計の前提条件

!１対象世帯および推計のための潜在需要

本推計において，その対象となる世帯は，高齢世帯のうち，高齢単身世帯と高齢夫婦のみ世帯に限定す

る。１９９８年の住宅・土地統計調査（総務庁統計局）によると，高齢者のいる世帯は１３，８６８，０００世帯で，そ

のうち，持ち家世帯が１１，８１５，０００世帯（８５．２％）である。持ち家世帯で６５歳以上の高齢者のいる世帯のう

ち，単身世帯と夫婦のみ世帯が４，５４２，０００世帯で，高齢世帯全体に占める割合は３２．８％となる。なお，高

齢単身世帯の持ち家率は１，５８１，０００世帯で全体の６５．３％，高齢夫婦のみ世帯の持ち家率は２，９６１，０００世帯で

全体の８４．９％であり，それぞれを試算のデータとして用いて分析を進める。

以上の条件をまとめると，持ち家で高齢者のいる世帯は１１，８１５，０００世帯で，そのうち高齢単身持ち家世

帯が１，５８１，０００世帯，高齢夫婦のみ世帯が２，９６１，０００世帯で，あわせて４，５４２，０００世帯が，本推計の対象と

なる世帯である。つまり，この世帯は，日本全国の６５歳以上の高齢者がいる世帯のうち，高齢単身世帯と

高齢夫婦のみ世帯に限定した持ち家世帯となる。

図表３―１ 高齢者世帯の推移 世帯単位：１０００世帯

調査年度 世帯総数
高齢者のいる世帯

総 数 単身世帯 夫婦のみ そ の 他

１９８８
３７４１３ ９９０５ １３４６ １９０５ ６６５５

（％） １００．０ ２６．５ ３．６ ５．１ １７．８

１９９３
４０７７３ １１７６４ １８１８ ２６０８ ７３３８

（％） １００．０ ２８．９ ４．５ ６．４ １８

１９９８
４３８９２ １３８６８ ２４２１ ３４８９ ７９５７

（％） １００．０ ３１．６ ５．５ ７．９ １８．１

資料：平成１０年住宅・土地統計調査―速報集計結果（その１）総務庁統計局，１９９９．１１

図表３―２ 高齢者世帯の持家率 世帯単位：１０００世帯

世帯分類

戸数
高齢者のいる世帯 高齢単身世帯 高齢夫婦のみ世帯 その他の高齢世帯

総 数 １３，８６８ ２，４２１ ３，４８９ ７，９５７

持 ち 家 １１，８１５ １，５８１ ２，９６１ ７，２７３

割 合（％） ８５．２ ６５．３ ８４．９ ９１．４

資料：平成１０年住宅・土地統計調査―速報集計結果（その１），総務庁統計局，１９９９．１１
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!２利用意向

総務庁長官官房高齢社会対策室の「高齢者の経済生活に関する意識調査」（１９９６年度）による６０歳以上

の高齢者を対象とした「リバース・モーゲージ制度に関する利用意向」から，「利用したい」４．０％，「関

心はあるが利用するかどうかはわからない」１５．０％と抽出できた。本試算では，リバース・モーゲージ制

度を全国規模で実施した場合を見込んで推計を行うため，「利用したい」と積極的な意向を持っている世

帯に限定し推計を行った。その結果，対象として絞られたのは１８１，６８０世帯で，高齢者のいる世帯

（１３，８６８，０００世帯）に占める割合は１．３％となる。

経済政策研究所の「ストック化に対応した老後保障システムに関する調査研究（１９９５．３）」では，利用

意向として２１．４％であり，さらに年齢階級別には４０～４９歳が３０．３％，３０～３９歳が２９．２％，地域別には東京

都の住宅区が２８．４％，職業別には会社員が２３．６％の利用意向を示していることとなっている。

また，本論文を作成するにあたって行った調査の結果，「利用したい」という利用意向として８．９％を占

めることとなった。上に記述した総務庁の資料は利用意向として４％のみであるが，本論文では，利用意

向に対する考え方として，できるだけ保守的な立場でシミュレーションを行い，現実味のある分析を進め

る。

!３１世帯あたり金額

厚生省大臣官房統計情報部「国民生活基礎調査」（１９９７年現在）によると，高齢者世帯の１世帯あたり

の平均所得金額は３２３．１万円，１世帯あたり平均可処分所得金額は２８４．９万円である。

実際に，リバース・モーゲージ制度が実施されている世田谷区の事例からみると，利用世帯の月平均貸

付額は１３２，７７３円（１９９９．３末現在）で，利用世帯においては１世帯あたり平均可処分所得金額２８４．９万円の

５６％程度の収入増効果を得ている。また，新宿区の事例では利用世帯の月平均貸付額は１０１，６６７円（１９９９．

３末現在）である。

自治体から貸付を受けている全世帯の月平均貸付額を求めるために，中野区，新宿区，世田谷区のそれ

図表３―３ リバース・モーゲージ制度の利用意向

都市規模 回答総数 利用したい
関心はあるが利用する

かどうかはわからない
関心がない わからない

人 ％ ％ ％ ％

総 数 ２，１６２ ４．０ １５．０ ６０．２ ２０．８

大 都 市 ３６１ ５．５ １７．２ ５８．７ １８．６

中 都 市 ７００ ５．１ １６．９ ５９．９ １８．１

小 都 市 ４４７ ４．３ １６．１ ５７．０ ２２．６

町 村 ６５４ １．８ １１．０ ６３．６ ２３．５

図表３―４ 高齢者世帯の所得 単位：円，％

金 額
斡 旋 融 資 方 式 直接融資方式

平 均
世 田 谷 区 新 宿 区 中 野 区

地 方 自 治 体 の 貸 付 平 均 金 額 ※ １，５９３，２７６ １，２２０，００４ １，７５５，０００ １，５２２，７６０

高齢世帯１世あたりの平均所得金額 ３，２３１，０００ ４９．３１ ３７．７６ ５４．３２ ４７．１３

高齢世帯１世帯あたりの平均可処分所得金額 ２，８４９，０００ ５５．９２ ４２．８２ ６１．６０ ５３．４５

注）※はそれぞれの地方自治体にヒアリング調査を行い得たものである。

資料）厚生省大臣官房統計情報部，「国民生活基礎調査」，１９９７年
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ぞれの貸付額の平均（月１２６，８９７円）によって，本試算を行った。このような高齢者世帯に毎月１２６，８９７円

の収入増が見込めると仮定した場合，１世帯あたり平均可処分所得金額の約５３％の増加につながる。本研

究では，１世帯あたり毎月１２６，８９７円の収入増が見込めると想定する。

!２ 必要となる財政規模

以上のような前提条件から，リバース・モーゲージ制度を利用したいとする対象に絞られた１８１，６８０世

帯に対し，貸付額を毎月１２６，８９７円（１，５２２，７６０円／年）と想定した場合，年間２，７６６億５５百万円の資金でリ

バース・モーゲージ制度が全国規模で実施できることになる。

４．シミュレーション分析の概要
本研究では，日本経済に対してリバース・モーゲージ制度への投資１１）の増加が他の産業部門に与える影

響を総体的かつ計量的に把握する手法として，産業連関分析により，波及効果を推計した。１２）

!１ 本制度の投資に伴う経済波及効果の流れ

直接効果は，与件データであるリバース・モーゲージ制度に対する投資額に，家計調査から求められた

６５歳以上の高齢無職世帯の平均消費性向を採用した。１次波及効果では，リバース・モーゲージ制度の投

資に伴い関連産業の原材料費・経費の需要が増加することにより誘発される効果を求める。２次波及効果

は，直接効果および１次波及効果により雇用者所得が増加することに伴い，消費支出が増加することによ

１１）リバース・モーゲージ制度への投資とは，リバース・モーゲージ制度を通して，高齢世帯に供される現金のフローであり，地方自治体および

福祉公社などを通し高齢世帯に貸付されたものをその投資の範囲としている。これらのリバース・モーゲージ制度への財政資金の投資が，一

般的に貸付となるが，本推計におけるリバース・モーゲージ制度への投資は，国家経済計算体系における最終需要部門の範疇に入るものであ

る。

１２）参考文献１９から引用，pp.３７

図表３―５ 経済波及効果の流れ
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り誘発される効果として求める。総合波及効果は，直接効果，１次波及効果，２次波及効果を合計したも

のであり，これが全体の経済波及効果となる。

!２ 推計の主な前提条件

!１産業関連表

１９９５年産業連関表（総務庁）を使用した。

!２経済波及効果の推計範囲

本分析モデルは，国内におけるリバース・モーゲージ制度への投資が国内の経済活動に及ぼす影響を推

計するためのモデルである。したがって，他の産業でのリバース・モーゲージ制度の投資の変動が国内経

済に与える影響や，国内の投資の変動が他の産業部門に与える影響，あるいは国内の産業全般に波及した

経済効果が再び雇用者世帯の消費をとおして波及してくる効果までを推計の対象としている。

!３雇用者所得の消費転換係数

２次波及効果の推計に用いる雇用者所得の消費転換係数は，全国産業連関表の雇用表の統合中分類９３部

門から統合を行い，雇用者所得合計値に対する民間消費支出額の合計値の比率を求めて用いた。

!４商業マージン表，運輸マージン表

本推計において，６５歳以上の高齢者世帯の消費性向を求めるため，家計調査のデータを用いた。家計調

査は産業連関表の考え方では，購入者価格を示しているため，１９９３年産業連関表（計数編２）の商業マー

ジン表，国内貨物運賃表により得られた割合に補正して，高齢者世帯の民間消費支出を用いた。

また，生産者価格表からの民間消費支出のデータから，各産業の占める割合をそれぞれもとめる。さら

に，図表３―７に示している消費額（雇用者所得に消費性向を加え計算したもの）に民間消費支出構成比

を積算して，雇用者所得を反映した消費額を計算する。修正消費額はこのような計算の過程を経た消費額

に輸入係数を考慮して計算したもので，第２次波及効果を求めるための，データとなるものである。

したがって，修正消費額と逆行列係数との行列積をマトリックス計算することで，第２次波及効果をも

とめる。

図表３―６ 雇用者所得の消費転換係数
金額単位：百万円

民 間 消 費 支 出 ２７１，７９５，７８４

雇 用 者 所 得 ２７３，１６０，５０２

消 費 性 向 ０．９９５

日本におけるリバース・モーゲージ制度普及のための一試論
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金額単位：百万円

区 分 消 費 額

０１ 農 林 水 産 業 ２，７６７
０２ 鉱 業 １７０
０３ 食 料 品 ８，９４４
０４ 繊 維 製 品 ２，９０８
０５ パ ル プ ・ 紙 ・ 木 製 品 １，３９２
０６ 化 学 製 品 １，７２６
０７ 石 油 ・ 石 炭 製 品 １３３
０８ 窯 業 ・ 土 石 製 品 ３３７
０９ 鉄 鋼 ３９７
１０ 非 鉄 金 属 １５０
１１ 金 属 製 品 ８４８
１２ 一 般 機 械 ３０５
１３ 電 気 機 械 ８４２
１４ 輸 送 機 械 ２，２３９
１５ 精 密 機 械 ３５
１６ そ の 他 の 製 造 工 業 製 品 ３，２８４

金額単位：百万円

区 分 消 費 額

１７ 建 設 １，５１７
１８ 電 力 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ３，１４４
１９ 水 道 ・ 廃 棄 物 処 理 ２，７７８
２０ 商 業 ９，７８３
２１ 金 融 ・ 保 険 ５，２４２
２２ 不 動 産 ９５０
２３ 運 輸 ７，６３１
２４ 通 信 ・ 放 送 ４，２８２
２５ 公 務 １３７
２６ 教 育 ・ 研 究 ２，６０４
２７ 医 療 ・ 保 健 ・ 社 会 保 障 ４，４５９
２８ そ の 他 の 公 共 サ ー ビ ス ４０３
２９ 対 事 業 所 サ ー ビ ス １１，４４３
３０ 対 個 人 サ ー ビ ス ２７，０９１
３１ 事 務 用 品 ０
３２ 分 類 不 明 ７７

合 計 １０８，０２０

図表３―８ 修正消費額表 金額単位：百万円

民間消費支出 構 成 比 消 費 額 修正消費額

０１ 農 林 水 産 業 ４，０７７，１２７ ０．０１５００ １，６２０ １，４０８
０２ 鉱 業 １５１ ０．０００００ ０ ０
０３ 食 料 品 ２８，６４２，６５２ ０．１０５３８ １１，３８３ １０，１３４
０４ 繊 維 製 品 ７，０１２，７５７ ０．０２５８０ ２，７８７ ２，２１３
０５ パ ル プ ・ 紙 ・ 木 製 品 ９６２，５７９ ０．００３５４ ３８３ ３４６
０６ 化 学 製 品 ２，９１８，５６６ ０．０１０７４ １，１６０ １，０５７
０７ 石 油 ・ 石 炭 製 品 ２，９３７，５７７ ０．０１０８１ １，１６７ １，０５０
０８ 窯 業 ・ 土 石 製 品 ３９５，１１６ ０．００１４５ １５７ １５２
０９ 鉄 鋼 －２０，１８５ －０．００００７ －８ －８
１０ 非 鉄 金 属 １５４，９３１ ０．０００５７ ６２ ４７
１１ 金 属 製 品 ４７８，２６１ ０．００１７６ １９０ １８６
１２ 一 般 機 械 ７９，５７５ ０．０００２９ ３２ ３０
１３ 電 気 機 械 ６，８６２，９４４ ０．０２５２５ ２，７２８ ２，４１５
１４ 輸 送 機 械 ６，１９５，６０６ ０．０２２８０ ２，４６２ ２，３４３
１５ 精 密 機 械 ９２３，７０４ ０．００３４０ ３６７ ２９４
１６ その他の製造工業製品 ６，２３５，０８７ ０．０２２９４ ２，４７８ ２，２８２
１７ 建 設 ０ ０．０００００ ０ ０
１８ 電 力 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ５，６６４，５４８ ０．０２０８４ ２，２５１ ２，２５１
１９ 水 道 ・ 廃 棄 物 処 理 １，７８９，５４６ ０．００６５８ ７１１ ７１１
２０ 商 業 ５０，５０４，９８２ ０．１８５８２ ２０，０７２ ２０，０４１
２１ 金 融 ・ 保 険 ７，８１３，７９９ ０．０２８７５ ３，１０５ ３，０１９
２２ 不 動 産 ５３，５４２，６１５ ０．１９７００ ２１，２８０ ２１，２７８
２３ 運 輸 １４，６９４，１７５ ０．０５４０６ ５，８４０ ５，５４０
２４ 通 信 ・ 放 送 ５，１６７，９３０ ０．０１９０１ ２，０５４ ２，０４３
２５ 公 務 ７８１，７８４ ０．００２８８ ３１１ ３１１
２６ 教 育 ・ 研 究 ６，７５４，０６２ ０．０２４８５ ２，６８４ ２，６８２
２７ 医療・保健・社会保障 ８，９３６，６１０ ０．０３２８８ ３，５５２ ３，５５２
２８ その他の公共サービス ３，５３６，４０９ ０．０１３０１ １，４０５ １，３９４
２９ 対 事 業 所 サ ー ビ ス ４，１０６，７２８ ０．０１５１１ １，６３２ １，５９２
３０ 対 個 人 サ ー ビ ス ４０，６２１，９１２ ０．１４９４６ １６，１４４ １５，３４２
３１ 事 務 用 品 ０ ０．０００００ ０ ０
３２ 分 類 不 明 ２４，２３６ ０．００００９ １０ ９

合 計 ２７１，７９５，７８４ １．０００００ １０８，０２０ １０３，７１２

図表３―７ 消費転換係数による消費額
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!３ 経済波及効果推計モデル

本研究では，投資や消費の経済波及効果の推計に用いられる均衡産出高モデルを採用した。これは，最

終需要の変化が経済全体に及ぼす効果を推計するもので，本研究に用いたモデルは次のとおりである。

モデル式１：均衡産出高モデル

ΔX１＝［I－（I－M‾）A］－１（I－M‾）ΔF

ΔX２＝［I－（I－M‾）A］－１（I－M‾）ckwΔX１

ΔX＝ΔX１＋ΔX２

ΔX１：国内生産誘発額（直接効果＋１次投資効果）

ΔX２：国内生産誘発額（２次波及効果）

金額単位：百万円

区 分 付加価値 雇用者所得 営業余剰

０１ 農 林 水 産 業 １６，６７７ ２，７８０ ９，６５５
０２ 鉱 業 ４４６ １７１ １２３
０３ 食 料 品 ２４，８４９ ８，９８９ ４，９１２
０４ 繊 維 製 品 ４，６０２ ２，９２３ ６５７
０５ パルプ・紙・木製品 ２，６９８ １，３９９ ５８２
０６ 化 学 製 品 ４，７８７ １，７３５ １，３５６
０７ 石 油 ・ 石 炭 製 品 ２，１３０ １３４ １１４
０８ 窯 業 ・ 土 石 製 品 ６７７ ３３８ １４１
０９ 鉄 鋼 ８３９ ３９９ １３３
１０ 非 鉄 金 属 ３１１ １５０ ５６
１１ 金 属 製 品 １，４５３ ８５２ ２３９
１２ 一 般 機 械 ５６２ ３０６ １１６
１３ 電 気 機 械 １，６４７ ８４６ ２９６
１４ 輸 送 機 械 ３，７８２ ２，２５０ ４６１
１５ 精 密 機 械 ５４ ３５ ７
１６ その他の製造工業製品 ５，７１８ ３，３０１ １，０１２

金額単位：百万円

区 分 付加価値 雇用者所得 営業余剰

１７ 建 設 ２，１１７ １，５２５ １６１
１８ 電力・ガス・熱供給 １５，５３９ ３，１６０ ４，２７７
１９ 水道・廃棄物処理 ５，７５５ ２，７９２ ８４４
２０ 商 業 １４，３２６ ９，８３２ ２，２２６
２１ 金 融 ・ 保 険 ９，４１１ ５，２６９ ２，２６１
２２ 不 動 産 ２１，２９３ ９５５ １０，８１８
２３ 運 輸 １１，５５７ ７，６７０ １，２８８
２４ 通 信 ・ 放 送 ８，７９２ ４，３０４ １，３０９
２５ 公 務 １４９ １３８ ０
２６ 教 育 ・ 研 究 ２，９９９ ２，６１７ １８
２７ 医療・保健・社会保障 ５，６０５ ４，４８２ ５６４
２８ その他の公共サービス ４９８ ４０５ １７
２９ 対事業所サービス ２１，０２４ １１，５０１ ３，２８６
３０ 対 個 人 サ ー ビ ス ５２，５７８ ２７，２２７ １１，９１３
３１ 事 務 用 品 ０ ０ ０
３２ 分 類 不 明 １，３５６ ７７ １，０９０

合 計 ２４４，２３３ １０８，５６３ ５９，９２９

金額単位：百万円

区 分 家計調査

０１ 農 林 水 産 業 ０．０４６９
０２ 鉱 業
０３ 食 料 品 ０．１９７６
０４ 繊 維 製 品 ０．０３８５
０５ パ ル プ ・ 紙 ・ 木 製 品 ０．００５０
０６ 化 学 製 品 ０．０１５２
０７ 石 油 ・ 石 炭 製 品
０８ 窯 業 ・ 土 石 製 品
０９ 鉄 鋼
１０ 非 鉄 金 属
１１ 金 属 製 品
１２ 一 般 機 械
１３ 電 気 機 械 ０．００８４
１４ 輸 送 機 械 ０．０３００
１５ 精 密 機 械
１６ そ の 他 の 製 造 工 業 製 品 ０．０１２４

金額単位：百万円

区 分 家計調査

１７ 建 設
１８ 電 力 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ０．０７２３
１９ 水 道 ・ 廃 棄 物 処 理 ０．０１９６
２０ 商 業
２１ 金 融 ・ 保 険
２２ 不 動 産 ０．０６９９
２３ 運 輸 ０．０３２０
２４ 通 信 ・ 放 送 ０．０３０１
２５ 公 務
２６ 教 育 ・ 研 究 ０．０００１
２７ 医 療 ・ 保 健 ・ 社 会 保 障 ０．０３４３
２８ そ の 他 の 公 共 サ ー ビ ス
２９ 対 事 業 所 サ ー ビ ス ０．０５１２
３０ 対 個 人 サ ー ビ ス ０．３３６４
３１ 事 務 用 品
３２ 分 類 不 明 ０．００００

合 計 １．００００

図表３―９ 第１次波及効果による付加価値表

図表３―１０ ６５歳以上世帯の消費性向
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ΔX ：総合生産誘発額（総合波及効果＝直接効果＋１次投資効果＋２次波及効果）

ΔF ：最終需要増加額

I ：単位行列

M‾ ：輸入係数

A ：投入係数行列

c ：民間消費支出構成比

k ：消費転換係数

w ：雇用者所得率

分析に用いた全国産業連関表は３２部門表である。したがって，投入係数，逆行列係数，輸入係数は３２部

門表から得ている。

c（民間消費支出構成比）は，全国産業連関表（生産者価格表）の民間消費支出額の合計に対する各部

門別支出額の構成比である。

k（消費転換係数）は雇用者所得別合計値に対する民間消費支出額の合計値の比率

w（雇用者所得率）は統合中分類（９３部門）の雇用表を統合し各部門に対するそれぞれ部門の雇用者所

得の比率である。

F（最終需要額）は，各部門別に配分する逆行列係数に民間消費支出構成比ベクトルによって，マトリッ

クス計算し，作成したものである。

５．計測結果
生産者価格表の単位は百万円であることから，本推計では２，７６６億５，５００万円／年，つまり，２７６，６５５単位

を投入したことになる。前提条件を挿入して求めた生産誘発ΔX１によって生まれる雇用者所得が消費を

誘発し，この消費がさらに生産を誘発するΔX２を生み出すことからこれら両者を合わせて波及効果とし

ている。就業者の誘発効果は，このΔX１とΔX２を合わせた産業別の誘発生産額に対応する産業別の就業

者誘発係数をそれぞれ乗じて，産業別誘発就業者の人数を計算している。

!１ １次波及効果

リバース・モーゲージ制度の受給による高齢世帯への投資に伴う１次波及効果は４６０，８９０単位となり実

投資額の１．６７倍である。部門別には，生産額の大きい食料品，対個人サービスなどが大きな値となってい

る。産業部門別にみると農林水産業，食料品，電力・ガス・熱供給，運輸，対事業所サービス，対個人

サービスといった産業部門への波及が大きく，製造業では食料品のほかは小さくなっている。

!２ ２次波及効果

１次波及効果では，高齢者世帯の消費性向を用いて分析したが，２次波及効果では，１次波及効果によ

りもたらされる雇用者所得などが経済全般に及ぼす影響を推計するもので，民間消費支出を雇用者所得に

占める割合を求め，波及効果を分析した。雇用者所得は一定の割合で消費需要を喚起し，消費需要→生産

誘発→雇用者所得誘発→消費誘発というメカニズムで収束するまで理論的にはつづくと考えられるが，今

回の推計では２回目まで計算している。このような所得の発生から家計消費を通じた２次生産波及効果は

１６８，１０５単位となり，１次波及効果より小さくなっている。産業部門別にみると食料品，商業，金融・保

険，不動産，運輸，対事業所サービス，対個人サービスといった産業部門への波及が大きく，製造業では
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食料品のほかは小さなウェイトになっている。

!３ 総合効果

全体としての波及効果は６２８，９９５単位で，リバース・モーゲージ制度による年間投資総額の２．２７倍と

なっている。産業部門別には，パン・麺類など食料品への効果が全体の１２．９％，教養娯楽サービスなど対

個人サービスへの効果が全体の１７．０％と大きく，対事業所サービス，商業といった第３次産業，農林水産

業の第１次産業が続いている。

図表３―１１ 計測結果（波及効果） 金額単位：百万円

統 合 大 分 類

（３２部門）

第１次波及効果 第２次波及効果 総 合 効 果 雇 用 者 誘 発

生産額 構成比（％） 生産額 構成比（％） 生産額 構成比（％） 人 構成比（％）

農 林 水 産 業 ２９，３８７ ６．４ ５，０４０ ３．０ ３４，４２７ ５．５ ９７０ ２．７

鉱 業 ８３９ ０．２ ２８５ ０．２ １，１２４ ０．２ ４２ ０．１

食 料 品 ６７，４０９ １４．６ １３，６７７ ８．１ ８１，０８６ １２．９ ３，２９３ ９．２

繊 維 製 品 １２，１６８ ２．６ ３，３１３ ２．０ １５，４８１ ２．５ １，２８６ ３．６

パルプ・紙・木製品 ７，５７２ １．６ ２，５１８ １．５ １０，０９０ １．６ ４３７ １．２

化 学 製 品 １４，０６３ ３．１ ４，１５９ ２．５ １８，２２１ ２．９ ３５０ １．０

石 油 ・ 石 炭 製 品 ４，２１４ ０．９ ２，４４５ １．５ ６，６５９ １．１ ２７ ０．１

窯 業 ・ 土 石 製 品 １，５４８ ０．３ ６５０ ０．４ ２，１９７ ０．３ ９６ ０．３

鉄 鋼 ２，９７７ ０．６ １，０６６ ０．６ ４，０４３ ０．６ ８０ ０．２

非 鉄 金 属 １，０１８ ０．２ ４７３ ０．３ １，４９２ ０．２ ４２ ０．１

金 属 製 品 ３，２４４ ０．７ １，１８１ ０．７ ４，４２５ ０．７ ２３２ ０．７

一 般 機 械 １，４５８ ０．３ ４８５ ０．３ １，９４３ ０．３ ７５ ０．２

電 気 機 械 ４，７２５ １．０ ３，８７５ ２．３ ８，６００ １．４ ３３７ ０．９

輸 送 機 械 １５，７４３ ３．４ ４，６９７ ２．８ ２０，４３９ ３．２ ５０９ １．４

精 密 機 械 １３７ ０．０ ３９４ ０．２ ５３１ ０．１ ２８ ０．１

その他の製造工業製品 １３，６４４ ３．０ ６，０３０ ３．６ １９，６７４ ３．１ １，０１４ ２．８

建 設 ４，５９２ １．０ １，８５３ １．１ ６，４４５ １．０ ４０４ １．１

電力・ガス・熱供給 ２８，６４５ ６．２ ４，５５６ ２．７ ３３，２００ ５．３ ３９１ １．１

水道・廃棄物処理 ８，５９６ １．９ １，４８６ ０．９ １０，０８３ １．６ ４９９ １．４

商 業 ２０，１５１ ４．４ ２５，５７４ １５．２ ４５，７２５ ７．３ ５，３２９ １５．０

金 融 ・ 保 険 １３，７１５ ３．０ ９，２９６ ５．５ ２３，０１１ ３．７ １，３１０ ３．７

不 動 産 ２４，４４２ ５．３ ２３，６３２ １４．１ ４８，０７４ ７．６ ３６１ １．０

運 輸 ２３，００６ ５．０ １０，９０４ ６．５ ３３，９１０ ５．４ ２，１６２ ６．１

通 信 ・ 放 送 １２，９１２ ２．８ ３，８３０ ２．３ １６，７４２ ２．７ ７１３ ２．０

公 務 ２１６ ０．０ ３９２ ０．２ ６０８ ０．１ ４９ ０．１

教 育 ・ 研 究 ３，８３３ ０．８ ３，９５８ ２．４ ７，７９１ １．２ ７５７ ２．１

医療・保健・社会保障 ９，７３５ ２．１ ３，６４９ ２．２ １３，３８４ ２．１ １，１４２ ３．２

その他の公共サービス ７５５ ０．２ １，５９８ １．０ ２，３５３ ０．４ ２６２ ０．７

対事業所サービス ３５，７３３ ７．８ ９，７８０ ５．８ ４５，５１３ ７．２ ３，１１７ ８．７

対 個 人 サ ー ビ ス ９０，９１３ １９．７ １５，９４７ ９．５ １０６，８６０ １７．０ １０，２８５ ２８．９

事 務 用 品 ９２０ ０．２ ３８９ ０．２ １，３０９ ０．２ ０ ０．０

分 類 不 明 ２，５８２ ０．６ ９７２ ０．６ ３，５５５ ０．６ １８ ０．１

合 計 ４６０，８９０ １００．０ １６８，１０５ １００．０ ６２８，９９５ １００．０ ３５，６１９ １００．０

日本におけるリバース・モーゲージ制度普及のための一試論
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６．分析結果
!１ 生産誘発効果

リバース・モーゲージ制度の貸付による高齢世帯への投資額は２，７６６億５，５００万円で，これによる国内の

生産誘発額は６，２８９億９，５００万円となり，投資額に対し，２．２７倍の生産誘発効果があると推計された。特

に，対事業所サービスへの投資（１４１億６，２００万円）は，４５５億１，３００万円の国内生産を誘発し，３．２１倍の生

産誘発効果をもたらすことになった。

図表３―１２ 生産波及効果表

生産誘発額 ２．２７倍

第１次波及効果 １．６７倍

第２次波及効果 ０．６１倍

付加価値額 １．２４倍

雇 用 者 所 得 ０．５５倍

営 業 余 剰 ０．３１倍

雇用者誘発効果 ３５，６１９人

金額単位：百万円

区 分 雇用者所得 営業余剰 粗付加価値

０１ 農 林 水 産 業 ３，２５７ １１，３１１ １９，５３７
０２ 鉱 業 ２２９ １６５ ５９７
０３ 食 料 品 １０，８１２ ５，９０８ ２９，８９１
０４ 繊 維 製 品 ３，７１９ ８３６ ５，８５５
０５ パルプ・紙・木製品 １，８６４ ７７６ ３，５９５
０６ 化 学 製 品 ２，２４８ １，７５７ ６，２０３
０７ 石 油 ・ 石 炭 製 品 ２１２ １８０ ３，３６６
０８ 窯 業 ・ 土 石 製 品 ４８０ ２０１ ９６１
０９ 鉄 鋼 ５４２ １８０ １，１４０
１０ 非 鉄 金 属 ２２０ ８２ ４５５
１１ 金 属 製 品 １，１６３ ３２６ １，９８２
１２ 一 般 機 械 ４０８ １５５ ７４９
１３ 電 気 機 械 １，５４０ ５３８ ２，９９８
１４ 輸 送 機 械 ２，９２２ ５９８ ４，９１１
１５ 精 密 機 械 １３５ ２６ ２１１
１６ その他の製造工業製品 ４，７６０ １，４５９ ８，２４５

金額単位：百万円

区 分 雇用者所得 営業余剰 粗付加価値

１７ 建 設 ２，１４０ ２２５ ２，９７２
１８ 電力・ガス・熱供給 ３，６６３ ４，９５７ １８，０１０
１９ 水道・廃棄物処理 ３，２７５ ９９０ ６，７５０
２０ 商 業 ２２，３１０ ５，０５１ ３２，５０８
２１ 金 融 ・ 保 険 ８，８４０ ３，７９４ １５，７９０
２２ 不 動 産 １，８７９ ２１，２７７ ４１，８８１
２３ 運 輸 １１，３０５ １，８９８ １７，０３４
２４ 通 信 ・ 放 送 ５，５８０ １，６９７ １１，４００
２５ 公 務 ３８９ ０ ４２０
２６ 教 育 ・ 研 究 ５，３２０ ３７ ６，０９６
２７ 医療・保健・社会保障 ６，１６２ ７７５ ７，７０６
２８ その他の公共サービス １，２６３ ５３ １，５５２
２９ 対事業所サービス １４，６４９ ４，１８５ ２６，７７８
３０ 対 個 人 サ ー ビ ス ３２，００３ １４，００２ ６１，８０１
３１ 事 務 用 品 ０ ０ ０
３２ 分 類 不 明 １０６ １，５００ １，８６７

合 計 １５３，３９３ ８４，９３９ ３４３，２６２

図表３―１３ 第２次波及効果の粗付加価値

会計検査研究 №２５（２００２．３）
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図表３―１４ 就業係数・雇用係数 金額単位：百万円

部 門 名
従業者総数

Ａ＝Ｂ～Ｆ

個 人 業 主

Ｂ

家族従業者

Ｃ

有 給 役 員

Ｄ

常用雇用者

Ｅ

臨時・日雇

Ｆ

国内生産額

Ｇ

就 業 係 数

Ａ／Ｇ
雇 用 係 数

（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）／Ｇ

（１００万円） （１００万円あたり）

１ 農 林 水 産 業 ４，７０３，１４６ ２，２８０，８４４ １，９７６，７０３ ２０，１７３ ２５３，３０４ １７２，１２２ １５，８１７，７６４ ０．２９７３３３ ０．０２８１７１
２ 鉱 業 ６３，２３４ ７９３ ２４７ ７，６２１ ５３，１２５ １，４４８ １，６５９，５４２ ０．０３８１０３ ０．０３７４７７
３ 食 料 品 １，７２７，２９７ ７５，４８３ ７３，９４６ １０２，５３０ １，３３２，０４７ １４３，２９１ ３８，８５６，５３０ ０．０４４４５３ ０．０４０６０８
４ 繊 維 製 品 １，０８９，１７８ １０１，８８０ ５９，８１９ ７２，８６９ ７６２，９１８ ９１，６９２ １１，１６４，５０９ ０．０９７５５７ ０．０８３０７４
５ パルプ・紙・木製品 ８９４，１２１ ７８，３８９ ４４，８９１ ６９，１６５ ６３８，５５８ ６３，１１８ １７，８００，１０３ ０．０５０２３１ ０．０４３３０５
６ 化 学 製 品 ４９６，９６６ １，１４９ ４８９ １９，１４６ ４５０，９８４ ２５，１９８ ２５，７７８，２０１ ０．０１９２７９ ０．０１９２１５
７ 石 油 ・ 石 炭 製 品 ４３，０２７ ９６ ０ １，４８２ ３９，１４８ ２，３０１ １０，４９２，７９６ ０．００４１０１ ０．００４０９１
８ 窯 業 ・ 土 石 製 品 ４６８，７４５ ２６，３７８ １８，００６ ３５，７３４ ３７７，７１１ １０，９１６ ９，６９６，０９４ ０．０４８３４４ ０．０４３７６６
９ 鉄 鋼 ４０４，８５３ ３，５７５ １，７８２ １８，４７２ ３４０，２６８ ４０，７５６ ２０，０９３，２９０ ０．０２０１４９ ０．０１９８８２
１０ 非 金 属 製 品 １８３，０４９ ２，５３９ ２，０４８ ９，４８３ １５７，２９４ １１，６８５ ６，３４３，１１７ ０．０２８８５８ ０．０２８１３５
１１ 属 製 品 ９９６，１２７ １０８，３２６ ６３，９５７ ６８，８６６ ７２２，６５８ ３２，３２０ １５，７０７，７２０ ０．０６３４１６ ０．０５２４４８
１２ 一 般 機 械 １，１４６，３１９ ３３，４８８ １９，４８９ ９６，３１９ ９２５，１４０ ７１，８８３ ２８，４７５，０３３ ０．０４０２５７ ０．０３８３９７
１３ 電 気 機 械 ２，０３４，１７１ ４７，４１６ １１，６００ ７０，７０７ １，７３９，２３８ １６５，２１０ ５０，３８５，４５４ ０．０４０３７２ ０．０３９２０１
１４ 輸 送 機 械 １，０６９，６１６ １７，９６０ ８，９５６ ３１，２９１ ９３３，９１３ ７７，４９６ ４１，８５５，７９８ ０．０２５５５５ ０．０２４９１２
１５ 精 密 機 械 ２１５，０５６ ９，４９８ ４，４９７ １３，８８２ １７０，０７７ １７，１０２ ３，８１０，７４０ ０．０５６４３４ ０．０５２７６２
１６ その他の製造業製品 １，９４３，２９７ ２０５，９５４ ８４，０９４ １４９，５６２ １，３４３，３６３ １６０，３２４ ３２，０６２，０８４ ０．０６０６１０ ０．０５１５６４
１７ 建 設 ７，０４６，１１７ １，１０２，０１７ ４１６，１２８ ６５１，０６１ ４，４７１，７８１ ４０５，１３０ ８８，１４９，２８７ ０．０７９９３４ ０．０６２７１１
１８ 電気・ガス・熱供給 ２２１，４２０ ０ ０ ２，４２５ ２１７，８７３ １，１２２ １８，８１０，０４４ ０．０１１７７１ ０．０１１７７１
１９ 水道・廃棄物処理 ３８１，８０９ ２，２４０ ８９８ ２０，１０３ ３４９，２５９ ９，３０９ ７，６５３，４７６ ０．０４９８８７ ０．０４９４７７
２０ 商 業 １３，９４９，１８８ １，２１４，７２７ ８０８，９７５ １，２４８，３２６ ９，７２７，６３３ ９４９，５２７ １０２，３２１，５５５ ０．１３６３２７ ０．１１６５４９
２１ 金 融 ・ 保 険 ２，０９６，３２５ ２１，４０４ ６，８９９ ５９，１２０ １，９６９，７１０ ３９，１９２ ３６，３３４，５６２ ０．０５７６９５ ０．０５６９１６
２２ 不 動 産 ６８３，１８６ １６１，８９７ ３９，３９４ １３８，８４４ ３２１，９３０ ２１，１２１ ６４，１８５，１９８ ０．０１０６４４ ０．００７５０８
２３ 運 輸 ３，３０５，７７９ ９２，６９７ １７，７２４ １５４，１５６ ２，９１４，７８９ １２６，４１３ ５０，１１３，７７６ ０．０６５９６５ ０．０６３７６２
２４ 通 信 ・ 放 送 ６３０，１８６ ８００ ２７７ ６，６６６ ６０３，５３３ １８，９１０ １４，７６２，８１１ ０．０４２６８７ ０．０４２６１４
２５ 公 務 ２，１２８，４０９ ０ ０ ０ ２，０８０，０８４ ４８，３２５ ２６，２１６，９５８ ０．０８１１８４ ０．０８１１８４
２６ 教 育 ・ 研 究 ３，２３５，７７１ ２，６３１ ６６０ ２７，１５６ ３，０３８，６６７ １６６，６５７ ３３，２４６，９９６ ０．０９７３２５ ０．０９７２２６
２７ 医療・保健・社会保障 ３，３９０，２７５ ２０１，９３４ ９６，９２２ ５８，６１９ ２，８９５，４０９ １３７，３９１ ３６，２２９，３８７ ０．０９３５７８ ０．０８５３２９
２８ その他の公共サービス ５２２，５６４ ２，１８６ ９８８ ９０，６１０ ３７８，２９９ ５０，４８１ ４，６５８，７２３ ０．１１２１６９ ０．１１１４８８
２９ 対事業所サービス ４，９８３，１８１ ６１４，３１３ ７６，００４ ３３４，９２７ ３，５６９，８４５ ３８８，０９２ ６２，６９１，２６９ ０．０７９４８８ ０．０６８４７６
３０ 対 個 人 サ ー ビ ス ７，２９６，１２３ １，５００，６２７ ５８１，５６７ ３２０，２５０ ３，５６９，３３１ １，３２４，３４８ ５４，１７３，２５５ ０．１３４６８１ ０．０９６２４５
３１ 事 務 用 品 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２，０３６，９８３ ０．００００００ ０．００００００
３２ 分 類 不 明 ２８，２５４ １６８ ６０ １，８８８ ２４，８８６ １，２５２ ５，５１７，５７６ ０．００５１２１ ０．００５０７９

合 計 ６７，３７６，７８９ ７，９１１，４０９ ４，４１７，０２０ ３，９０１，４５３ ４６，３７２，７７５ ４，７７４，１３２ ９３７，１００，６３１ ０．０７１８９９ ０．０５８７４３
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!２ 雇用誘発効果

リバース・モーゲージ制度への投資は３５，６１９人の新たな雇用誘発を生み出す。各産業部門別にみると，

対個人サービスが１０，２８５人と雇用誘発の２８．９％を占める。次いで商業の５，３２９人，食料品３，２９３人，対事業

所サービスの３，１１７人と雇用誘発効果をもたらすこととなった。

!３ 付加価値誘発効果，雇用者所得誘発効果

生産誘発効果により発生する粗付加価値額について，直接効果，１次波及効果と２次波及効果を合わせ

た総合粗付加価値誘発額をみると，総額で３，４３２億６，２００万円で，対個人サービスの６１８億円がもっとも多

く，次いで不動産の４１９億円，食料品の２９９億円，商業３２５億円，農林水産業の１９５億円となっている。雇用

図表３―１５ 付加価値誘発効果 金額単位：百万円

統合大分類（３２部門）

付 加 価 値

雇 用 者 所 得 営 業 余 剰

金 額 構成比（％） 金 額 構成比（％） 金 額 構成比（％）

農 林 水 産 業 １９，５３７ ５．７ ３，２５７ ２．１ １１，３１１ １３．３

鉱 業 ５９７ ０．２ ２２９ ０．１ １６５ ０．２

食 料 品 ２９，８９１ ８．７ １０，８１２ ７．０ ５，９０８ ７．０

繊 維 製 品 ５，８５５ １．７ ３，７１９ ２．４ ８３６ １．０

パルプ・紙・木製品 ３，５９５ １．０ １，８６４ １．２ ７７６ ０．９

化 学 製 品 ６，２０３ １．８ ２，２４８ １．５ １，７５７ ２．１

石 油 ・ 石 炭 製 品 ３，３６６ １．０ ２１２ ０．１ １８０ ０．２

窯 業 ・ 土 石 製 品 ９６１ ０．３ ４８０ ０．３ ２０１ ０．２

鉄 鋼 １，１４０ ０．３ ５４２ ０．４ １８０ ０．２

非 鉄 金 属 ４５５ ０．１ ２２０ ０．１ ８２ ０．１

金 属 製 品 １，９８２ ０．６ １，１６３ ０．８ ３２６ ０．４

一 般 機 械 ７４９ ０．２ ４０８ ０．３ １５５ ０．２

電 気 機 械 ２，９９８ ０．９ １，５４０ １．０ ５３８ ０．６

輸 送 機 械 ４，９１１ １．４ ２，９２２ １．９ ５９８ ０．７

精 密 機 械 ２１１ ０．１ １３５ ０．１ ２６ ０．０

その他の製造工業製品 ８，２４５ ２．４ ４，７６０ ３．１ １，４５９ １．７

建 設 ２，９７２ ０．９ ２，１４０ １．４ ２２５ ０．３

電力・ガス・熱供給 １８，０１０ ５．２ ３，６６３ ２．４ ４，９５７ ５．８

水道・廃棄物処理 ６，７５０ ２．０ ３，２７５ ２．１ ９９０ １．２

商 業 ３２，５０８ ９．５ ２２，３１０ １４．５ ５，０５１ ５．９

金 融 ・ 保 険 １５，７９０ ４．６ ８，８４０ ５．８ ３，７９４ ４．５

不 動 産 ４１，８８１ １２．２ １，８７９ １．２ ２１，２７７ ２５．０

運 輸 １７，０３４ ５．０ １１，３０５ ７．４ １，８９８ ２．２

通 信 ・ 放 送 １１，４００ ３．３ ５，５８０ ３．６ １，６９７ ２．０

公 務 ４２０ ０．１ ３８９ ０．３ ０ ０．０

教 育 ・ 研 究 ６，０９６ １．８ ５，３２０ ３．５ ３７ ０．０

医療・保健・社会保障 ７，７０６ ２．２ ６，１６２ ４．０ ７７５ ０．９

その他の公共サービス １，５５２ ０．５ １，２６３ ０．８ ５３ ０．１

対事業所サービス ２６，７７８ ７．８ １４，６４９ ９．５ ４，１８５ ４．９

対 個 人 サ ー ビ ス ６１，８０１ １８．０ ３２，００３ ２０．９ １４，００２ １６．５

事 務 用 品 ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０

分 類 不 明 １，８６７ ０．５ １０６ ０．１ １，５００ １．８

合 計 ３４３，２６２ １００．０ １５３，３９３ １００．０ ８４，９３９ １００．０

注）雇用者所得と営業余剰は付加価値の一部分

会計検査研究 №２５（２００２．３）

１６４



者所得誘発額は，総額で１，５３３億９，３００万円で，対個人サービスが３２０億円，次いで商業２２３億円，対事業所

サービスの１４７億円，運輸の１１３億円，食料品の１０８億円となっている。

!４ 対ＧＤＰ効果

以上のように，産業連関分析の結果，図表３―１１および図表３―１４のような生産誘発効果が明らかと

なった。産業連関表の生産者価格評価表から対GDP効果を探った結果，内生部門計の総合である国内総

生産（GDP）は，４８，５８２，６５７，６００万円（１９９５年現在）であり，本推計の結果である６２，８９９，５００万円が国

内総生産に占める割合が０．１３％となっている。

すなわち，リバース・モーゲージ制度による経済波及効果として，他の産業への波及を考慮した生産誘

発額ベースでは，６２，８９９，５００万円（GDPの０．１３％）程度で，GDPを押し上げる効果があるといえる。さ

らに，生産誘発額から原材料や経費を差し引いた付加価値額ベースでは，図表３―１５のように３４，３２６，２００

万円（GDPの０．０７％）程度で，GDPを押し上げる効果があるといえる。

７．小結
リバース・モーゲージ制度を利用したいとする対象を最も保守的な立場で調査している総務庁高齢社会

対策室からの「高齢者の経済生活に関する意識調査（１９９６年度）」によると，利用意向４％で，全国でそ

の対象と推計された１８１，６８０世帯に対し，貸付額を毎月１２６，８９７円（１，５２２，７６０円／年）と前提した場合，年

間２，７６６億５，５００万円の資金でリバース・モーゲージ制度が全国規模で実施できることになる。

リバース・モーゲージ制度の経済効果を計量化する方法として産業連関表を用いて試算を行った結果

は，総合波及効果は６，２８９億９，５００万円で，投資額に対する生産誘発額の比率は２．２７倍となる。その内訳と

して対個人サービスが１７．０％，食料品が１２．９％，不動産が７．６％を占め，これらの業種の需要の拡大につ

ながる。また，雇用表の従業者総数と国内生産額の関係から誘発される雇用者数は３５，６１９人と推計され，

その雇用者所得誘発額は１，５３３億９，３００万円と推計された。さらに，生産誘発額から原材料や経費を差し引

いた付加価値ベースでは，３，４３２億６，２００万円程度となり，リバース・モーゲージ制度の総合波及効果は，

名目国内総生産（GDP）を０．１３％押し上げる効果があるものと推計できた。

以上，本分析の目的から，分析の流れ，本推計の前提となる対象世帯と財政規模を明らかにし，経済波

及効果をその流れに沿って，均衡産出高モデルをもちいて，第１次経済効果，第２次経済効果，雇用創出

効果などを見出し，国民経済に及ぼす波及効果を明らかにした。

Ⅳ 新たな日本型リバース・モーゲージ制度の提案

１．新たな仕組みの提案
本論文で行った多岐にわたる調査・分析の結果，リバース・モーゲージ制度の有効活用とより広く普及

するために新たな仕組みを提案する必要性が出てきた。それは，現在の仕組みを全面的に否定するもので

はなく，現在の仕組みの骨格を維持しながら，補完する形で，現在の仕組みの改善策として，新しい対応

組織体（例えば，「リバース・モーゲージ事業団」）の創設を中心とした提案を行い，それによる期待効果，

及びこれらの見通しを予測する。
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２．新たな仕組みの構想
!１ 基本理念

本論文では，現在の仕組みの骨格を維持しながら，補完する形で，現在の仕組みの改善策として仕組み

を活かして利用することを考慮した。まず，新たな仕組みを工夫するにあたって，以下のような項目に重

点を置いた。

!１利用者が安心して利用できるシステム。

!２担保切れリスクをカバーできるシステム。

!３現在の自治体（福祉公社もしくは社会福祉協議会）を窓口とした全国規模で取り組めるシステム。

!２ 運用方針

!１対象者の世帯形態は問わない。

!２法定相続人及び連帯保証人は不要とする。

!３年齢は，契約時に６５歳以上（夫婦の場合はいずれか）であること。

!４担保物件は，利用者（契約者）所有の居住用不動産及び更地（先順位抵当権の付いてないもの）。

!５担保物件の担保として提供できる地域は日本全体で限定しない。

!６適切な維持管理がされていること。

!７国の定めているバリアフリーの基準を満たしている場合，融資においてインセンティブを与える。これ

により，行政側としては政策的な誘導効果を期待できる。

!８担保物件の評価は，公示時価，固定資産評価額，中古住宅評価額等の客観的評価により，鑑定評価士に

より５年ごとに実施する。

!９融資元は一定の要件を備えた「リバース・モーゲージ事業団」（例，都市基盤整備公団，住宅金融公庫，

年金福祉事業団）とする。

!１０窓口は，各自治体の福祉公社もしくは，社会福祉協議会とすることで，地域に見合ったリバース・モー

ゲージ制度の展開を期待する。

!１１融資方式はひとつの方式とする。

!１２資金使途は特に限定しない。

!１３貸付金利は，長期プライムレートによる変動制とする。

!１４融資は国による国庫補助・補助金を「リバース・モーゲージ事業団」に支援する形態とし，本制度の安

定化を図る。リバース・モーゲージ制度は，融資先である高齢世帯に長期的に貸付を継続することにな

る。つまり，低利かつ長期の安定的な資金の供給は本制度において欠かせないことで，補助金等によ

り，低利かつ長期の安定的な資金により，制度を支えることで，本制度をより普及できるように誘導す

る。また，本制度が国の補助金等および，「リバース・モーゲージ事業団」に支えられて，実施される

ことで，公信力が向上し，本制度が一般市民をはじめ，高齢世帯にも浸透しやすくなる。

!１５貸付により取得したローン債権を第２次抵当市場に流動化し，ローン債権の買取市場の活性化を促す。

!１６契約者が夫婦の場合，どちらかが先に亡くなった場合でも融資は継続される。

!１７担保切れになった場合，契約時に加入した保険による融資の継続が保証される。

!１８担保切れとなった場合のリスクを補てんすることを目的として保険機構を講ずる。

!１９保険は契約と同時に加入し，保険料は融資残高に加算される。

!２０融資の清算は契約終了後，担保不動産の処分により一括返済する。処分の際に，公共機関による優先売
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高齢者（申込者）� 国（一般会計）�
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　・有志の適否を判断�
　・債権管理�

役割：�
　・毎年予算の割り当て�
　・公的機関の指示監督機関�

役割：�
　・福祉公社の依頼により，貸
　　付実施�
　・福祉公社の指示監督機関�
　・リバース・モーゲージ承認
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　保護福祉へのLeverage�
　　効果�

資金提供・指示監督�

リバース・モーゲージ�
事業団�

補助金�
負担金�
国庫補助�

社会保障／�
在宅福祉対策�

�

シルバー産業�

高齢者�

地方自治体�

鑑定評価�
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振込み�

指示監督�
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（仮）リバース・モーゲージ�
　　　事業団�

保険機構�
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独自の提案�
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定期報告�
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買を認める。ひいては，相続人による代位返済を認める。その他のサービスとしては，窓口となってい

る福祉公社により，契約者の資産管理・保全など，総合的資産管理を行う。福祉公社により，担保の定

期的な維持管理を行う。窓口となっている福祉公社を通して，契約後の利用者の意思能力の継続的把握

をはじめ，財産管理サービスを盛り込む。

!３ 資金源となる「リバース・モーゲージ事業団（仮称）」の創設

武蔵野方式は，自治体の一般会計を財源としているのに対して，新たな仕組みでは，リバース・モー

ゲージを主な業務とする「リバース・モーゲージ事業団（仮称）」を創設，「リバース・モーゲージ事業団」

に割り当てられた予算を資金源とする。

例えば，リバース・モーゲージ制度に関する特別立法などをとおして，予算の枠の根拠をつくり，財務

省の資金運用部などから一定額の予算を割り当てしてもらい，それをリバース・モーゲージ制度の資金源

とする。

図表４―１ 新たな仕組みのイメージの関係図

図表４―２ 新たな仕組みのイメージ
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「リバース・モーゲージ事業団」としては，新しく創設する形が望ましいが，現在の住宅金融公庫など

の既存組織の特性を活かして，既存組織との連携による形でも成立させやすいと考える。

!４ 仕組み

現在の直接融資方式との違いは，融資源と自治体の代わりに「リバース・モーゲージ事業団」がその役

割を担う形となることである。また，既存の仕組みにはなかった国の予算措置により長期・安定的制度運

用の見通しが立てられるところである。さらに，融資斡旋方式との違いは，協力金融機関の代わりに「リ

バース・モーゲージ事業団」が肩代わりすることで，地方自治体の意思によって貸付ができるようになる

ところである。

!１資金の貸付を希望する者は，福祉公社に貸付の申請を行う。また，申請を受けた福祉公社は，貸付の可

否を審査・判定し，可と認めた場合は，福祉公社が「リバース・モーゲージ事業団」に融資を依頼し，

「リバース・モーゲージ事業団」から福祉公社を窓口とした形で融資を行う。

!２「リバース・モーゲージ事業団」は，特別立法により国から予算を割り当ててもらい，定められた予算

の枠の範囲内で貸し付けを行う。利息は，長期プライムレートのうち変動性を原則とし，各四半期の初

図表４―３ 新たな仕組みの期待効果

課 題 新 た な 仕 組 み 期 待 効 果

運用面

国からの予算措置 健全な運用

民間金融機関の貸し渋り 財源の安定 長期間の資金供給が安定的に行われる

制度への不安 高齢者が安心して利用できる

厳しい融資要件 融資要件の緩和 利用層の拡大をもたらす

連帯保証人 連帯保証人をなくす 利用しやすくなる

局地的な運用 地方自治体が窓口 全国ベースでの成り立ち

心理面 民間金融機関信頼度 国のバックアップ体制 公共性・安定性・信頼度が向上

物理面

老後の経済生活への安定感

建物の長寿命・バリアフリーの普及（促進）

建物の維持管理・リニューアル→新たな市場の形成

施設（特別養護老人ホーム等）から在宅福祉へ誘導―ケア付住宅とも連結

良質な住宅のストック化（利用要件にバリアフリーの物件においては利用しやすく

する項目を入れた場合）

福 祉 資 金 の 軽 減
医療費の軽減（公費投入の軽減）

年金（公的）の上乗せ機能

国 の メ リ ッ ト

公的支援のひとつの方法

国民経済に及ぼす波及効果

少ない財源（費用）で在宅福祉を支援する効果

さらなる消費をもたらし，経済活性化に貢献できる

間接的な手段による高齢世帯の生活保護

福祉へのレバレッジ効果をもたらす

住宅所有モチベーションを促す効果

ゆとりを持たれた高齢世帯により国民経済（マクロ経済）が活気づけられる
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頭月の１日現在を基準日とする。

!３利用者は，融資期限が到来した場合（死亡・転居等），担保不動産を処分し，福祉公社をとおして，「リ

バース・モーゲージ事業団」に借入金を返済する。

!５ 新たな仕組みへの期待効果と見通し

!１新たな仕組みでは，国からの予算措置にもとづき「リバース・モーゲージ事業団」により，大規模な資

金の出捐ができ，その健全な運用が期待できる。

!２国が監督する「リバース・モーゲージ事業団」が主体となって本制度を運用するため，長期間の資金供

給が安定的に行われる。

!３高齢者との窓口が，「リバース・モーゲージ事業団」及び福祉公社であるため，制度への公共性・安定

性及び信頼度が向上し，高齢者が安心してリバース・モーゲージ制度を利用できる。

!４融資斡旋方式は，協力金融機関から厳しい制限要件がもうけられ，実績の伸びがなかったが，新たな仕

組みにより，融資の厳しい制限要件が緩くなり，利用層の拡大をもたらすことが予想される。

!５現在は東京都を中心とした地方自治体で，リバース・モーゲージ制度が活用されているが，新たな仕組

みでは，自治体の福祉公社及び社会福祉協議会などを本制度の窓口として取り扱っているため，日本全

国で高齢者がリバース・モーゲージ制度を利用することができるようになり，全国ベースでの制度の成

り立ちが期待される。

!６リバース・モーゲージ制度は，年金の補完あるいは実質的な所得の増加効果の役割をもっている。今後

年金の受給条件が厳しくなることが予想されるなかで，公的支援のひとつの方法として新たな仕組みの

より広範な活用が期待される。

!７新たな仕組みによれば，予算の制約がなくなり，国が本制度を推進することになるため，長期間の資金

供給が安定的に行われることが予想される。提案する仕組みが活用されると，国にとっては，間接的手

段により高齢者に対する生活保護ができるようになり，マクロ経済的側面では福祉へのレバレッジ効果

をもたらす。

!８高齢者にとっては，高齢者自身が築いた不動産を活用し，自力による老後生活が可能となる仕組みであ

る。また，融資の厳しい制限要件が緩くなり，利用実績の伸びなど利用層の拡大をもたらすことが予想

図表４―４ 融資斡旋方式（世田谷ふれあい公社）の流れ
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されるなど，より広範な活用が期待される。

!９政策的な効果，社会的な効果として，いざとなったときに使う老後の資金として充てられるため，住宅

所有モチベーションを促す効果が期待できる。

!１０国民経済（マクロ経済）に活力をもたらす効果として，リバース・モーゲージ制度の利用により増えた

収入により，高齢世帯はその分，生活面と経済面でゆとりを持てることになる。それは，購買力に乏し

い高齢世帯にとっては収入の増加によりさらなる消費がもたらされ，経済活性化に貢献でき，国民経済

に活力を及ぼす効果が期待できる。つまり，リバース・モーゲージ制度により，ゆとりを持ち活気づい

た老後世帯が日本経済を支えるものと考える。

!１１国としては，高齢世帯の自助努力を生かし，少ない財源（費用）で在宅福祉を支援できる。つまり，国

（行政側）としても財政負担を押さえながら豊かでゆとりある高齢期を過ごせる環境づくりという行政

目的を達成できる。

!１２一方，リバース・モーゲージ制度の普及により，自分の資産を蓄えながら，貯蓄等に並ぶ一種の蓄え方

法として位置付ける。これによって，老後に自由に利用できる資産として，貯蓄と同様に貯めていく方

法として考えられる。仮に，証券化が進んだ場合でも，小口証券化で家を買うか，リバース・モーゲー

ジ制度を選ぶかとの選択肢にもなり得る。

!１３福祉面だけでなく，住宅政策面でもリバース・モーゲージ制度はうまく利用できる側面がある。例え

ば，バリアフリーが備えられた住宅には，融資要件に当てはまらない場合でも，利用できるような内容

を盛り込み，バリアフリー化を促す。あるいはバリアフリー資金として融資する。このように，バリア

フリー化を誘導することにより，住宅の修繕・改築などが進められ，中古住宅市場を新たに活気づける

ことができる。

!１４長期的な視野で見れば，全体的にはコストが下がり，住宅寿命の長期化を図ることができる。

Ⅴ 終わりに

これまでの研究成果を整理し，本研究より得られた知見をふまえたうえで結論として次のような４点を

述べる。

１．社会的有効性
リバース・モーゲージ制度は高齢世帯において，持ち家を利用し，老後の定期的な収入源として，自宅

に住み続けながら老後を送ることができる方法として，さらに高齢世帯の自助努力の方策として有効であ

ることが確認できた。言い換えると，リバース・モーゲージ制度は今後の高齢者対策としても有効な施策

の選択肢となり得ることが明らかとなった。

２．波及効果・経済効果
!１ ミクロ経済効果

リバース・モーゲージ制度による融資額は，高齢者世帯の収入の２割～５割を占めており，公的年金だ

けでは不足する高齢者世帯の収入を補う上乗せ効果が認められ，高齢者世帯の家計に及ぼす影響は少なく

ないこと，及び公的年金とリバース・モーゲージ制度による融資のみで，基本的な希望生計費（東京都基

準額２６．４万円）を超える収入を得られることが明らかとなった。
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!２ マクロ経済効果（波及効果）

産業連関表を用いて試算を行った結果，総合波及効果は６，２８９億９，５００万円で，投資額に対する生産誘発

額の比率は２．２７倍となる。また，雇用表の従業者総数と国内生産額の関係から誘発される雇用者数は

３５，６１９人と推計され，その雇用者所得誘発額は１，５３３億９，３００万円と推計された。生産者価格評価表から対

GDP効果を探った結果，内生部門計の総合である国内総生産（GDP）は，４８，５８２，６５７，６００万円（１９９５年

現在）であり，本推計の結果である６２，８９９，５００万円が国内総生産に占める割合が０．１３％となっている。す

なわち，リバース・モーゲージ制度による経済波及効果として，他の産業への波及を考慮した生産誘発額

ベースでは，６２，８９９，５００万円（GDPの０．１３％）程度で，GDPを押し上げる効果があるといえる。さらに，

生産誘発額から原材料や経費を差し引いた付加価値額ベースでは，３４，３２６，２００万円（GDPの０．０７％）程

度で，GDPを押し上げる効果があるものと推計できた。

ちなみに，２０００年４月から始まった介護保険の経済効果を富士総研で産業連関分析により試算した結

果，GDPの０．１％を押し上げる効果があるという報告があった。また，２０００年７月に日銀により２０００円札

と５００円玉が新たに流通するようになったが，その経済効果も０．１％GDPを押し上げる効果があるという

富士証券の報告があった。さらに，２０００年夏は猛暑であったが，猛暑による経済効果が０．５％程度GDPを

押し上げる効果があると日本経済新聞に報道されたことを考慮すると，０．１３％GDPを押し上げる効果と

いう数字の大きさが説明できると考える。

このような，リバース・モーゲージ制度の効果のミクロ的，マクロ的な分析からわかるように本制度が

普及し，利用されることにより，高齢者世帯の経済的な財源として有意義であること，および国家経済体

系においてもGDPを押し上げる効果があることなどリバース・モーゲージ制度の経済効果を明らかにし

た。

３．制度運用上の問題
リバース・モーゲージ制度は，担保となる不動産（宅地・建物）の評価額が融資の基本となっている。

日本経済のバブル崩壊による地価下落，及び日本経済の停滞による貸し渋りなどの現象を背景に，貸す側

としても，借りる側としても長生きリスク・金利変動リスク・住宅価格下落リスクといった諸リスクの結

果から起こり得る担保切れの問題が解決できてない。これを最大の原因としてリバース・モーゲージ制度

が普及しない状況となっていることが明らかになった。また，図表４―４のような融資斡旋方式の場合，

自治体は貸付の意思があっても金融機関の審査結果が左右する部分が多く，融資基準の厳しさも制度の普

及を妨げる要因となっていることが明らかになった。さらに，本制度の広報不足や担当者の認知不足など

の問題も明らかになった。

このような制度の行き詰まりは高齢者世帯の経済的な自立を図りながらも自治体の財政には負担をかけ

たくない自治体の自己矛盾に起因する要因が大きい。つまり，これは本制度の仕組みの問題であるため，

本論文では図表４―２のような新たな日本型リバース・モーゲージ制度の仕組みを提案し，今後のリバー

ス・モーゲージ制度の普及を図る一助としたい。

４．新たな仕組みの必要性
リバース・モーゲージ制度は，住宅ローンの一種であるが，高齢社会における経済的基盤整備のひとつ

の手段として注目されている。しかし，その重要性の認識にもかかわらず，実際に活用されている事例は

多くない。その理由は，!１住宅資産の価値の不安定性，!２地価の地域的バイアスからくる商品性の問題
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（ネイションワイドに画一的商品を提供しにくいことなど），!３終身方式にともなう「担保切れリスク」

の問題，!４金融方式として超長期になるので，「期限の利益」が大きすぎること，!５相続などの法律問題

が事務的に厄介であることがある。

アメリカのHUD―HECMのような公的なサポートの必要性は，経済政策ないし社会政策としての考察を

要求し，社会福祉政策としての整合性が問題となる。この観点からの整理は，居住環境，資産状況などを

も含めた総合的分析を要求する。しかし，高齢社会における自助努力の一環として評価することも，リ

バース・モーゲージ制度の活用には必要である。リバース・モーゲージ制度は持ち家を前提とするので，

高資産層を優遇するものであるとの批判もあるが，資産規模に依存しない商品設計を提示すれば解決可能

である。

さらに，住宅政策的には持ち家を持っていない層への側面的援助にもなりうる。「持ち家一軒あれば，

老後資金を心配することなく生涯を暮らせる」という考えが，非持ち家層に住宅取得のインセンティブを

与えるからである。

しかし，金融の問題としては，終身方式にともなう「担保切れリスク」の問題，超長期に伴う過大な「期

限の利益」の問題が解決される必要がある。リバース・モーゲージ制度において，担保不動産の処分価格

をその元利合計が上回る担保切れになった場合，直ちに担保処分による返済請求になるという金融の論理

を直接的には適用しにくいという特徴もある。それは，利用者（借入者）である高齢者の居住場所を処分

し返済に充てるため，結果的に家を奪う形になってしまうからである。さらに，利用者の寿命が予知でき

ないので，融資期間は不確定となる。そのため，融資額は一般に低めに抑制され，不足する生活費の補完

という本来の機能を充分に果せない懸念がある。とくに，資産価値が低い場合にはその傾向は大きい。こ

のような，「担保切れリスク」を克服するためには，相互扶助の考え方，つまり保険原理ないし保険制度

の導入を工夫されるべきである。

本論文で行った調査・分析の結果，現在のリバース・モーゲージ制度の仕組みでは，今後の実績の伸び

やより広範なリバース・モーゲージ制度の普及は難しい状況であるといえる。実際に，直接融資方式の武

蔵野市では利用要件が緩くなっていることから実績の伸びはあるものの，利用者が増えるに伴って自治体

にとっての財政負担が過大な状況となっている。

また，融資斡旋方式の世田谷区では，斡旋金融機関からの協力を得られにくいことと，利用要件が厳し

くなっていることから，実績が伸びていない。一方，今後全国的に需要が増大することも見込まれ，全国

ベースで新たなリバース・モーゲージ制度の仕組みを構築する必要性がある。そこで，本論文では現在の

仕組みの骨格を維持しながら，補完する形で，現在の仕組みを活かして利用することを考慮し，「リバー

ス・モーゲージ事業団（仮称）」の創設を中心とした提案を行い，それによる期待効果，及びこれらの見

通しを予測した。なお，新たな仕組みを工夫することにあたって，!１利用者が安心して利用できるシステ

ム，!２担保切れリスクをカバーできるシステム，!３「リバース・モーゲージ事業団」の創設，かつ現在の

自治体（福祉公社もしくは社会福祉協議会）を窓口とした全国規模で仕組めるシステム，を根幹とした。

提案する仕組みにおいて，現在の直接融資方式との違いは，融資源となる自治体の代わりに「リバー

ス・モーゲージ事業団」がその役割を担う形となることである。また，既存の仕組みにはなかった国の予

算措置により長期・安定的制度運用の見通しが立つことができるところである。さらに，あっせん融資方

式との違いは，協力金融機関の代わりに「リバース・モーゲージ事業団」が肩代わりすることで，自治体

の意思によって貸付ができる柔軟性を持って，制度の運用ができるところである。
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